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 Ⅱ 重点的な課題と取組み 

第７章 重点的な課題と取組み 

１ 高齢者の地域包括ケアの推進体制の充実   

 

高齢者ができる限り住み慣れた地域で、その有する能力に応じて自立した日常生活

を安心して営むことができるよう、医療・介護・介護予防・住まい及び自立した日常

生活の支援が包括的に確保される「地域包括ケアシステム」の構築に向けて、平成 26

年（2014年）に介護保険法が改正され、「在宅医療・介護連携推進事業」、「生活支援

体制整備事業」、「認知症総合支援事業」、「地域ケア会議推進事業」が新たに包括的支

援事業に位置づけられたことから、大阪市でもこれらの事業に取り組み、地域包括ケ

アシステムの構築を図ってきました。 

しかしながら、今後ますます高齢者が増加し、複合化・複雑化した課題を抱える高

齢者に対する支援・対応を行っていくことが重要となることから、これまでの取組み

を踏まえつつ、地域包括ケアシステムの深化・推進を図る必要があります。 

 

平成 27（2015）年国勢調査によると、大阪市における 65歳以上の高齢者のいる一

般世帯 47万 4,420世帯のうち、ひとり暮らし高齢者世帯の占める割合は 42.4％で、

全国平均よりも 15.1ポイント高く、政令指定都市の中では最も高くなっています。ま

た、前回調査からの増は全国平均よりも小さかったものの、平成７（1995）年の国勢

調査と比較すると、12.3ポイント増加しており、急速にひとり暮らし高齢者世帯が増

加していることがわかります。 

（「Ⅰ 総論 図表３－２－４、図表３－２－５、図表３－２－６」 参照） 

 

大阪市高齢者実態調査によると、将来介護や支援が必要になった場合に希望する暮

らし方としては、約 56％の高齢者が「現在の住宅に住み続けたい」と回答されていま

す。これは、３年前の調査の回答結果とほぼ同じであり、高齢者ができる限り住み慣

れた地域で継続して暮らせるよう支援する必要があることを示しています。 

（「Ⅰ 総論 図表４－１－７」 参照） 

 

今後も、高齢化の進展により高齢者のいる世帯が増加する中、専門的なケアや夜間

を含めた 24時間のケアを必要とする高齢者が在宅生活を継続していくためには、医療

と介護等の連携体制について、必要なサービスが切れ目なく一体的に提供される仕組
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みの充実を図っていく必要があります。 

 

また、介護が必要になっても、認知症になっても、可能な限り住み慣れた環境の中

で暮らし続けることができるような地域づくりを進めるためには、「支援を必要として

いる人に気づく」、「ニーズに応じた適切な機関につなぐ」、「必要なサービスが届けら

れる」といった支援体制をさらに充実させていく必要があります。そのためには、専

門職が協働して、地域におけるネットワークを構築し、地域が抱える課題の解決に向

けて継続的に支援していく機関として設置された地域包括支援センターの役割が一層

重要となっています。 

 

今後、ひとり暮らし高齢者世帯や高齢者が高齢者の介護を行う世帯、介護する人も

される人もいずれも認知症を患っているといった世帯の増加が想定されます。こうし

た世帯では、家族の介護力に限界があり、住み慣れた地域で安心して暮らすためには、

医療、介護といった専門的なサービスの充実とともに、住民が主体となった身近な助

け合いや孤立化を防止するための見守り等のさらなる取組みが必要となります。 
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（１）在宅医療・介護連携の推進 

 

現状と課題 

 

ひとり暮らし高齢者世帯や夫婦のみの高齢者世帯が増加していく中、多くの市民が

自宅等住み慣れた地域での療養を望んでおり、在宅医療と介護の連携の推進が急務と

なっています。 

大阪市高齢者実態調査（本人調査）によると、介護や支援が必要となった場合に希

望する暮らし方として、19.0％の方が「家族などの介護を受けながら、現在の住宅に

住み続けたい」、36.7％の方が「介護保険の居宅介護サービスを受けながら、現在の住

宅に住み続けたい」と答えています。 

（「Ⅰ 総論 図表４－１－７」 参照） 

 

また、在宅生活継続のために必要な支援としては、「毎日の食事の準備・後片づけや

掃除・洗濯など家事を手伝ってもらえること」に次いで「在宅での医療や介護サービ

スなどの 24時間支援体制ができていること」がありました。 

（「Ⅰ 総論 図表４－１－８」 参照） 

 

大阪市においては、平成 24（2012）年度以降厚生労働省の在宅医療拠点事業や多職

種モデル研修大阪府地域医療再生基金事業の在宅医療拠点支援事業などに地区医師会

が中心となって取り組んできました。 

 

平成 27（2015）年度からは、在宅医療・介護連携の推進は介護保険法の地域支援事

業に位置づけられ、平成 30（2018）年度までに、国が示す８つの事業項目（※）につ

いて、市町村が主体となって地区医師会等と連携しつつ取り組むこととされました。

大阪市では、各区役所において在宅医療・介護連携を推進するための協議の場の開催

や多職種研修、地域住民への普及啓発等の取組みを進めています。 

（図表 Ⅱ－１－１ 参照） 

※８つの事業項目 

 （ア）地域の医療・介護の資源の把握 

 （イ）在宅医療・介護連携の課題抽出と対応策の検討 

 （ウ）切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築推進 

 （エ）医療・介護関係者の情報共有の支援 

 （オ）在宅医療・介護連携に関する相談支援 

 （カ）医療・介護関係者の研修 

 （キ）地域住民への普及啓発 

 （ク）在宅医療・介護連携に関する関係市区町村の連携 
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図表 Ⅱ－１－１ 在宅医療と介護連携の取組み状況の推移 

 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度以降 

厚生労働省事業 

(国庫補助事業) 

在宅医療連携拠点事業 

２事業者 

都道府県リーダー研修 

医師４名養成 

地域リーダー研修 

50名養成 

多職種研修モデル事業 

参加者 185名 

   

大阪府地域医療 

再生基金事業 

在宅医療円滑化ネットワーク事業 

市内 10区医師会等 

 

・在宅医療を推進する連携拠点の整備 

・在宅医療を支える医療従事者の人材養成 

在宅医療連携拠点支援事業 

 

・在宅医療連携拠点推進事業 

市内 10区医師会 

・在宅医療連携拠点整備事業 

市内３区医師会 

  

新たな財政支援 

制度 

(新基金事業) 

  新たな財政支援制度による 

在宅医療推進事業 

(平成 27年１月～３月) 

平成 26年度は医療を対象 

介護は平成 27年度から 

介護保険法による地域支援事業以外の事業 

（ア～ク以外の事業） 

１.病床の機能分化・連携のための必要な事業 

２.在宅医療・介護サービス充実のために必要な事業 

３.医療従事者等の確保・養成のための事業 

（医師、看護職員、介護従事者） 

介護保険法による 

地域支援事業 

  全区で在宅医療と介護連携の 

取組みに必要な事業を準備 

平成 30年度までに全国の市町村で実施 

◆平成 27年度から全区においてア・イ・カ・キを実施 

◆ウ・エ・オについては、 

平成 27年 8月から東成区でモデル事業 

平成 28年 8月からは先行 11区で展開（東成区含む） 

平成 29年度には、全区において展開 

ア.地域の医療・介護の資源の把握 

イ.在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討 

ウ.切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築推 

進 

エ.医療・介護関係者の情報共有の支援 

オ.在宅医療・介護連携に関する相談支援 

カ.医療・介護関係者の研修 

キ.地域住民への普及啓発 

ク.在宅医療・介護連携に関する関係市区町村の連携 

 

 

また、特に専門性の高い内容については、「高齢者等在宅医療・介護連携に関する相

談支援事業」として、平成 27（2015）年度は東成区をモデル区とし、相談窓口の設置・

専任のコーディネーターの配置、医療・介護関係者の連携調整、情報提供等の支援を

実施するとともに、地域資源の把握や切れ目のない在宅医療と介護の提供体制に関す

る検討を行ない、その検証結果等を踏まえて平成 28（2016）年８月からは市内 11区

において、平成 29（2017）年度には全区で展開しました。 

在宅医療・介護連携を推進するためには、これらの取組みを一体的に区役所が中心

となって、地区医師会等と協働しながら、地域課題を共有することにより、地域の実

情に応じた切れ目のない連携体制の構築に向けて取り組んでいくことが重要です。 

また、在宅医療を円滑に推進していくためには、地域住民に対して、医療・介護サ

ービスについて理解を深めてもらえるよう、的確な情報提供とわかりやすく丁寧な説

明を引き続き行っていく必要があります。 

 



Ⅱ 重点的な課題と取組み ／第７章－１ 高齢者の地域包括ケアの推進体制の充実 

5 

 今後の取組み 

 

ア 地域の実情に応じた在宅医療・介護連携の推進 

 地域の実情にあった在宅医療と介護の連携の推進のためには、各区の課題を把

握・分析したうえで課題解決に資する対応策を具体化することが必要です。そのた

めには、各区を単位として、地域の医療・介護の社会資源に関する質や量の現状把

握をもとに、強み・弱みを整理し課題の抽出を行い、在宅医療・介護連携のめざす

理想像（目標）を医療・介護関係者と共有していくことが重要です。 

大阪市では各区に『在宅医療・介護連携推進会議』を設置し、区役所が主体とな

って協議し課題整理・対応策の検討を行っていきます。また、健康局において『大

阪市在宅医療・介護連携推進会議』を設置し、広域における課題分析・対応策の検

討を行います。 

 

イ 多職種連携の推進 

地域の医療・介護関係者の連携を実現するには、医療・介護に従事する人材育成・

教育にとどまらず、お互いの職種や役割を理解しスムーズな連携をするための医

療・介護関係者の「顔の見える関係」が期待されます。 

「顔の見える関係」の構築のために、多職種でのグループワークや医療側への介

護の研修と介護側への医療の研修等により、在宅医療・介護連携の推進という同じ

目的を共有できる研修を行うことで多職種連携を図ります。 

また、在宅医療の体制の要素である「退院支援」「日常の療養支援及び急変時の

対応」「看取り」の各段階での医療と介護がより一体となるよう多職種連携による

チームケアの体制の構築をめざしていきます。 
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ウ 切れ目のない在宅医療と介護の仕組みづくり 

在宅医療と介護を切れ目なく提供するために、医療と介護の橋渡し役を担う「在

宅医療・介護連携相談支援室」を設置しています。「在宅医療・介護連携相談支援

室」には「在宅医療・介護連携支援コーディネーター」を配置し、各区の医療と介

護関係者の連携に関する相談を受け、スムーズな連携をめざしていきます。 

在宅医療と介護の提供体制の構築には、主治医・副主治医制の導入検討、後方支

援病床の確保や救急医療との連携等のバックアップ体制の整備、訪問看護ステーシ

ョンとの連携等の在宅医療に携わる関係者の負担軽減を継続的に図ることも重要

であり、地域の実情に応じた具体的な取組みを進めます。 

 

エ 在宅医療への理解促進 

地域の在宅医療・介護連携を推進するには、医療・介護関係者の連携だけでなく、

地域住民が在宅医療や介護について理解し、在宅での療養が必要になったときに必

要なサービスを適切に選択できることも重要です。地域住民に対し、わかりやすく

丁寧な説明により理解の促進に努めていきます。 

厚労省「在宅医療の体制構築に係る指針」 

在宅医療の体制 
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（２）地域包括支援センターの運営の充実（地域ケア会議の推進） 

 

現状と課題 

 

地域包括支援センターは、地域住民の心身の健康の保持と生活の安定のために、総

合相談支援、虐待の早期発見・防止などの権利擁護、包括的・継続的ケアマネジメン

ト支援、介護予防ケアマネジメントなどの必要な援助を行い、保健医療の向上及び福

祉の増進を包括的に支援することを目的とし、地域包括ケアの推進の中核的役割を担

う機関です。 

地域包括ケアの推進のためには、専門職が協働して地域におけるネットワークを構

築し、地域が抱える課題の解決に向け、包括的かつ継続的に支援していく地域包括支

援センターの役割が重要となります。 

        （図表Ⅱ－１－２ 参照） 

 

図表Ⅱ－１－２ 地域包括支援センターの役割 
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・地域資源のネットワーク化 
・中立性の確保 

権利擁護・相談を担う関係者 

介護保険サービスの関係者 
利用者・被保険者 

NPOなどの地域サービスの関係者 

地域医師会、介護支援専門員 
などの職能団体 

包括的支援事業の円滑な

実施、センターの中立性・

公正性の確保の観点か

ら、地域の実情を踏まえ選
定 

⇒区市町村ごとに設置 
 （区市町村が事務局） 

主任介護支援 
専門員 保健師等 

社会福祉士 

チーム 

アプローチ 
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多面的（制度横断的）支援の展開 

虐待防止 
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ボランティア 
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多職種協働・連携の実現 
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包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

・日常的個別指導・相談 
・支援困難事例などへの指導・助言 
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・
日
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活
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合
事
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  ↓ 
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  ↓ 
・事業者による事業実施 
  ↓ 
・再アセスメント 

主治医 
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大阪市では、平成 18（2006）年４月、各区に１か所の地域包括支援センターを設置

しました。また、地域にお住まいの高齢者やその家族からの介護、福祉、保健に関す

る相談に応じるため、地域包括支援センターと連携した身近な総合相談窓口（ブラン

チ）を概ね中学校区に１か所設置しました。 

その後、より身近な地域において専門職による支援や関係機関が連携・協働するネ

ットワークづくりが可能となるよう、段階的にこれらの増設を進めてきたところ、現

在では、66か所の地域包括支援センターと 68か所の総合相談窓口（ブランチ）を設

置しています。 

（図表Ⅱ－１－３ 参照） 

 

図表Ⅱ－１－３ 地域包括支援センター設置数 

 平成 18年度 平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 

設置数 24か所 27か所 38か所 54か所 65か所 66か所 

（大阪市福祉局） 

 

平成 30（2018）年施行の介護保険法の改正において、地域包括支援センターの設置

者は、実施する事業の質の評価を行うこと等により事業の質の向上を図るものとし、

あわせて、市町村は、定期的に地域包括支援センターにおける事業の実施状況の評価

を行うことが義務付けられることになりました。また「介護保険事業に係る保険給付

の円滑な実施を確保するための基本的な指針」（平成 18年厚生労働省告示第 314号）

において、市町村は、地域包括支援センターの運営に関して、「地域包括支援センター

の現状と課題を的確に把握するとともに、①業務量及び業務内容に応じた適正な人員

配置、②地域包括支援センター間及び行政との業務の役割分担の明確化と連携強化、

③ＰＤＣＡの充実による効果的な運営の継続という観点から、複合的に機能強化を図

っていくことが重要であるとされています。 

 

大阪市では、地域包括支援センターが公正・中立性を確保し、適切に運営が行われ

ているか等、事業運営状況等の報告や今後の事業のあり方について協議を行うため、

有識者や関係機関・団体が参加する「大阪市地域包括支援センター運営協議会」を設

置しています。また、運営協議会には、地域包括支援センターの設置者及び総合相談

窓口（ブランチ）の設置者を選定するための選定部会と事業内容を評価するための評

価部会を設置しています。 

評価部会では、客観的な評価基準を作成し、これに基づいて地域包括支援センター

及び総合相談窓口（ブランチ）の運営体制・業務内容等を客観的に評価する仕組みを
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導入し、市内全域において包括的かつ継続的な支援体制が公平かつ中立に提供される

ことを担保し、専門機関として質の向上を図るための取組みを進めています。 

また、区保健福祉センターにおいては、関係機関・団体が参加する「区地域包括支

援センター運営協議会」を開催し、事業内容の評価や関係機関の連携調整などを行っ

ています。 

このように、客観的な評価基準による評価の導入や受託者に対する包括的支援事業

の実施に係る方針の提示により、地域包括支援センターの質の向上を図ってきました

が、事業実績のばらつきや取組みに差異が生じており、一層の相談支援体制の質の向

上が課題となっています。 

 

地域包括支援センターの活動状況の実績は、年々増加傾向にあり、特に、高齢者や

その家族からの介護・福祉などに関する相談を総合的に受け、必要に応じて訪問して

実態を把握し、必要なサービスにつなぐ「総合相談支援業務」は、近年、大幅に増加

しています。また、高齢者虐待への対応、成年後見制度の利用促進、消費者被害防止

のための情報提供などを行う権利擁護に関する相談件数についても、著しく増加して

いる状況です。 

（図表Ⅱ－１－４ 参照） 

 

図表Ⅱ－１－４ 地域包括支援センター・総合相談窓口（ブランチ）の活動状況 

 

平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 

地域包括 
支援センタ－ 

ブランチ 
地域包括 
支援センター 

ブランチ 
地域包括 
支援センタ－ 

ブランチ 

総合相談窓口（延べ） 291,961件 68,065件 299,736件 70,715件 302,386件 71,641件 

 うち、権利擁護に関すること 15,689件 8,020件 18,009件 7,700件 16,875件 8,915件 

包括的・継続的 
ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 

介護支援専門員 
個別相談件数 

48,835件 － 51,033件 － 53,453件 － 

居宅介護支援 
事業者連絡会 

1,038回 － 1,050回 － 969回 － 

介護支援専門員へ 
の研修会 

298回 － 338回 － 338回 － 

介護予防 
ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 

二次予防事業対象 
者把握数 

34,154人 － 23,780人 － 12,236人 － 

介護予防事業参加 
者数 

6,680人 － 6,743人 － 6,160人 － 

会議回数 17,396回 6,594回 19,123回 7,125回 21,641回 7,959回 

 うち、地域ケア会議 1,757回 641回 1,745回 608回 1,749回 612回 

（大阪市福祉局） 
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「在宅医療・介護連携推進事業」、「生活支援体制整備事業」、「認知症総合支援事業」、

「地域ケア会議推進事業」の包括的支援事業の推進にあたっては、地域包括支援セン

ターが中核となり、関係機関が連携して取り組んでいくことが重要であることから、

そのために必要となる人員を地域包括支援センターに配置するなど、地域包括支援セ

ンターの体制の強化に取り組んできました。 

また、認知症高齢者等の急増に対応するため、各区における認知症施策推進の中核

となる拠点として、各区１か所の地域包括支援センターを「認知症強化型地域包括支

援センター」と位置づけ、地域の認知症の方の発見力や対応力を強化する取組みを進

めるために必要な要員の配置を行いました。 

 

地域ケア会議については、地域包括支援センターの評価の仕組みの中で、①個別支

援、②事例検証（ふり返り事例検証）、③地域ケア会議から見えてきた課題のまとめの

機能を持つ地域ケア個別会議の開催を位置づけ実施してきています。 

「個別ケース検討の地域ケア会議からみえてきた課題」をまとめることにより、各

地域包括支援センターが担当する圏域ごとの高齢者課題を整理・分析し、課題解決に

向けて、地域と連携した具体的な取組みやその効果検証等を行ったうえで、各区の地

域包括支援センター運営協議会において報告してきているところです。 

地域ケア会議を積み重ねることで、複合課題を抱える高齢者を多職種で連携して支

援する高齢者支援のためのネットワーク構築を進めています。 

また、新たに地域ケア会議が制度化されたことから、これまでの個別ケア会議に加

えて、平成 27（2015）年度に市及び各区地域ケア推進会議を設置し、個別ケア会議か

ら見えてきた課題を政策形成につなげるための取組みを推進することとしました。今

後は、これまで以上に取組みを推進し、実行性のあるものとして普及・定着させ、活

用を図っていく必要があります。 

地域包括支援センター及び総合相談窓口（ブランチ）の認知度については、大阪市

高齢者実態調査の結果にもあるように、「地域包括支援センター等を聞いたことがな

い」方が約 47％となっており、前回調査の約 50％より改善したものの、依然として低

い状況であり、今後さらに、地域包括支援センター及び総合相談窓口（ブランチ）の

認知度の向上に向けて取り組んでいく必要があります。 

（図表Ⅱ－１－５ 参照） 
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図表Ⅱ－１－５ 地域包括支援センターの利用状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：「高齢者実態調査報告書（本人調査）」平成 29（2017）年３月 大阪市） 

 

 

今後の取組み 

 

地域包括支援センターは、行政機能の一部として地域の最前線に立ち、地域包括ケ

アシステムにおける中核的役割を担う機関として期待されることから、複合的な機能

強化が必要となってきます。 

「在宅医療・介護連携推進事業」、「生活支援体制整備事業」、「認知症総合支援事業」、

「地域ケア会議推進事業」の包括的支援事業を推進し、さらに地域包括ケアシステム

の深化・推進を図っていくためには、地域包括支援センターがこれらの事業の中核と

なり、関係機関が連携して取り組んでいくことが重要です。 

地域包括支援センターが、これらの役割を適切に担うことができるように、次のと

おり地域包括支援センターの機能強化等に取り組みます。 

○高齢化の進展に十分対応できる適切な人員体制の確保を図ります。 

○ひとり暮らし高齢者や認知症高齢者の課題などに対応するため、大阪市の実情

を踏まえた機能強化型地域包括支援センターの設置や他の地域包括支援セン

ターの後方支援を行う基幹的な役割の位置づけなど、地域包括支援センター間

の役割分担・連携強化について、引き続き検討し、実施します。 

○委託者である大阪市が具体的な運営方針・目標・業務内容の設定を行い地域包

括支援センター間及び行政と業務の役割分担の明確化と連携強化を図ります。 

○地域包括支援センターの事業の評価にあたっては、包括的支援事業の実施に係

る方針に沿った具体的な取組みの内容を評価項目とし、経年的に評価すること

で事業実施の成果を把握するとともに、評価項目については必要に応じて見直

し、評価のさらなる充実を図ります。 
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さらに、地域包括支援センターの事業に係る評価の結果から明らかになった課題や

地域包括支援センターに求められている役割、ニーズに応じた研修を開催し、職員の

質の向上に努めます。 

地域ケア会議については、個別ケースの検討を行う個別ケア会議から地域課題の解

決を検討する地域ケア推進会議まで一体的に取り組んでいきます。また、適切なサー

ビスにつながっていない高齢者個人の生活課題に対して、単に既存サービスを提供す

るだけでなく、その課題の背景にある要因を探り、個人と環境に働きかけることによ

って自立支援に資するケアマネジメントを、地域で活動する介護支援専門員が推進で

きるよう支援することが重要であることから、自立支援に資するケアマネジメントを

支援するための地域ケア会議の推進に取り組みます。 

また、地域包括支援センターの機能や役割を理解してもらえるよう、地域への周知・

広報並びに事業の内容及び運営状況に関する情報の公表に努めるとともに、日ごろの

地域での活動を通じて周知を図り、認知度の向上に努めます。 

（図表Ⅱ－１－６、Ⅱ－１－７ 参照） 

 

図表Ⅱ－１－６ 地域包括支援センターの機能強化（イメージ図） 
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図表Ⅱ－１－７ 地域ケア会議から政策形成につなげる仕組み 
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地域ケア会議

…

取組み実施

報告
報告

提言

区
レ
ベ
ル
の
課
題

区の政策 市の政策

市
レ
ベ
ル
の
課
題

区運営協議会 市運営協議会

包
括
圏
域

で
取
り
組
む課

題
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（３）地域における見守り施策の推進（孤立化防止を含めた取組み） 

 

現状と課題 

 

大阪市では、自ら助けを求めることができず、地域社会から孤立しがちな人を支え

る仕組みとして、平成 27（2015）年度から「見守り相談室」を設置し、「地域におけ

る要援護者の見守りネットワーク強化事業」を実施しています。 

本事業では、行政と地域が保有する要援護者情報を集約した名簿を地域の日常的な

見守りに活用するなどネットワークの強化を図るとともに、災害時の避難支援につな

がるよう取り組んできました。一方、自ら相談できない、あるいは孤立死のリスクが

高い世帯等に対しては、福祉専門職のワーカー（コミュニティソーシャルワーカー。

以下「ＣＳＷ」という。）がねばり強くコミュニケーションをとり、関係を構築する働

きかけ（アウトリーチ）を行い、福祉サービス等の利用や地域の見守り活動につなげ

てきました。また水道・ガス・電気・新聞といったライフライン事業者等と協定を結

び、孤立死につながるような異変を感じた場合に通報を受け安否確認を行うなどの連

携も進めてきました。 

加えて、認知症高齢者等の行方不明時の早期発見のため、地域団体や民間事業者等

に事前に「協力者」として登録いただき、行方不明事案が発生した場合には「協力者」

へ身体的特徴などの情報をメールで配信する取組みを行っています。 

一方で、地域によっては、核となる人材が不足し十分な見守り活動が行えていない

状況もあることや、複合的な課題を抱えるなどの事情によって、要援護者を適切な支

援に結びつけることが困難な場合なども多く、地域における新たな担い手の育成や、

より専門的な関わりを行うことができる体制の整備が必要となっています。 

また、認知症高齢者等の中には、繰り返し行方不明となり保護されるケースや、長

期にわたり身元不明となるケースなども増加しており、行方不明の未然防止・再発防

止や早期に身元を判明するための仕組みづくりに取り組んでいくことが重要です。 

 

今後の取組み 

 

ひとり暮らし高齢者等が地域において安心して暮らすためには、日頃からきめ細か

な見守りを行い、支援が必要な状況が生じた場合には早期に発見し適切な支援につな

げることが必要です。そのためには、引き続き住民が主体となった重層的な見守り活

動の充実を図ることが重要です。 

「見守り相談室」では、地域団体をはじめ多様な人々が、見守り活動の重要性につ

いて理解を深めることができる機会を設けるとともに、区が地域の実情に応じて配置
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している地域福祉活動の推進役である地域福祉コーディネーターなどとの連携を密に

することにより、地域における見守りネットワークのさらなる強化につなげます。ま

た、孤立死リスクの高い世帯等をより効果的に支援につなげるため、ＣＳＷによる対

応及び体制を強化します。 

さらに、徘徊認知症高齢者等への対応については、警察との連携を強化し、行方不

明事案の未然防止・再発防止や早期に身元を判明するための仕組みづくりに取り組み

ます。 
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（４）複合的な課題を抱えた人への支援体制の充実 

 

現状と課題 

 

高齢者を取り巻く福祉課題は複雑化・多様化・深刻化し、本人に対する支援の相談

だけでなく、家族が問題（失業、障がい等）を抱えている場合も多く、一体的に支援

することが求められています。そのため、高齢者の支援機関だけでなく、各施策分野

の関係機関がそれぞれの強みを活かし、連携することにより、相談支援機能の充実に

取り組む必要があります。 

平成 27（2015）年に施行された「生活困窮者自立支援法」に基づき、経済的な問題

のある人のみならず、複合的課題を抱える人、制度の狭間に置かれている人等、様々

な人が抱える生活上の困りごとを解決するため、必要に応じて各種関係機関と連携し、

相談支援、就労支援、家計相談等の様々な支援を実施しています。よりきめ細やかな

サービスを提供するため、大阪市では各行政区に自立相談支援機関を設置し対応して

います。 

とりわけ複合的な課題を抱える人に対しては、相談支援機関が施策横断的に連携し

支援する必要があることから、そのための仕組みづくりに向けて全庁的に検討を行う

ため、「相談支援体制のあり方検討プロジェクトチーム」を設置し、この間、取組みを

進めてきました。プロジェクトチームにおいては、相談支援機関の実態を把握するた

め、平成 27（2015）年度に様々な相談支援機関を対象としてアンケート調査を実施し

ましたが、他の分野の相談支援機関の機能・役割が分からない、連携するための調整

役がいないなど、様々な課題が明らかになりました。 

これらの課題の解決に向けて、平成 29（2017）年度からは「総合的な相談支援体制

の充実事業」をモデル３区において開始しています。 

モデル事業においては、区保健福祉センターが中心となり、１つの相談支援機関だ

けでは解決できない複合的な課題を抱えた人やその世帯に対し、様々な相談支援機関

や地域の関係者が参画し、支援方針を話し合う「総合的な見立ての場（以下「見立て

の場」という。）」を開催するなど、相談支援機能の一層の充実に向けて取り組んでい

ます。 

 

 

今後の取組み 

 

複合的な課題に的確に対応するためには、高齢者の支援機関だけでなく、様々な施

策分野の関係機関が連携し、課題を解決する仕組みづくりに取り組む必要があります。 
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国においては、地域包括ケアの理念を普遍化し、高齢者のみならず、障がい者や子

どもなど、生活上の困難を抱える要援護者が地域において自分らしく暮らすことがで

きるよう、平成 30（2018）年４月１日施行の改正社会福祉法において、市町村が包括

的な支援体制の整備に努めることが規定されました。 

今後、モデル事業における効果検証を行ったうえで、各区に対して必要な機能と実

施に向けた選択肢を示すなど、相談支援機関・地域・行政が一体となった総合的な相

談支援体制の整備をめざし、取組みを進めます。 
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（５）ひとり暮らし高齢者への支援（再掲） 

 

現状と課題 

 

平成 27（2015）年の国勢調査によると、大阪市におけるひとり暮らし高齢者世帯数

は 201,070世帯であり、高齢者のいる一般世帯数（474,420世帯）に占める割合は約

42.4％となっています。 

（「Ⅰ 総論 図表３－２－６」 参照） 

 

また、大阪市高齢者実態調査によると、ひとり暮らし高齢者世帯の回答では、他の

世帯と比べて「日常生活で不安を感じる」と回答された方や、孤立死について「身近

に感じる」と回答された方の割合が高く、過半数を超えています。 

（「Ⅰ 総論 図表４－２－１、図表４－２－２」 参照） 

 

一方で、平成 29（2017）年３月末の大阪市の要介護（要支援）認定率は 24.1％であ

り、全国（18.0％）を上回っています。また、大阪市の単身世帯とその他世帯の要介

護（要支援）認定率を比較したところ、単身世帯の要介護（要支援）認定率（36.0％）

がその他世帯の要介護（要支援）認定率（17.2％）を大きく上回っていることから、

単身世帯率が高いほど要介護（要支援）認定率も高くなる傾向がみられます。 

今後もひとり暮らし高齢者の増加が予想されており、ひとり暮らし高齢者が住み慣

れた地域で安心して在宅生活を継続していくためには、行政による介護保険サービス

の充実のみならず、住民をはじめ地域に関わるすべての人が互いに支え合い、助け合

う地域づくりが重要となってきます。 

（「Ⅰ 総論 図表３－３－３、図表３－４－11」 参照） 

 

 

今後の取組み 

 

高齢化の進展等に伴い、今後もひとり暮らし高齢者の増加が見込まれます。 

ひとり暮らし高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすためには、日頃からきめ細

かな見守りを行い、地域住民の声かけ等の見守り活動や在宅福祉サービスの充実など

に取り組むとともに、外出や交流の社会参加などを通じて自身の生きがいづくりや介

護予防に取り組む、そういった機会づくりが重要です。 

大阪市では、ひとり暮らし高齢者に対する取組みに加え、ひとり暮らし高齢者を含

むすべての高齢者を対象とした様々な取組みを行っています。 
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今後もひとり暮らし高齢者を支え、住み慣れた地域で安心して暮らすことができる

ように、次のような取組みを充実していきます。 

※ここでは、ひとり暮らし高齢者を支えるという観点から、ひとり暮らし高齢者のみを対象とした取組

みだけではなく、すべての高齢者を対象とした取組みの中で、ひとり暮らし高齢者にも効果が高いと

考えられる主な取組みを再掲というかたちで整理しています。各事業の詳細な内容については、それ

ぞれの掲載箇所の記載をご覧ください。 

 

ひとり暮らし高齢者を支えるための主な取組み（再掲） 掲載箇所 

１ 地域における見守り 

・地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業 

 地域における見守りネットワークを強化するために、各区に福祉専門
職のワーカー等を配置した「見守り相談室」を設置している 

 行政と地域が保有する要援護者名簿を整理し、名簿を活用した地域で
の見守り活動や、孤立世帯等への専門的対応を行い、また、認知症高

齢者等の行方不明時の早期発見等につなげるための取組みも行う 

・認知症高齢者見守りネットワーク事業 

 徘徊を伴う認知症高齢者に位置情報専用端末を利用した発信機器等
を貸与し、高齢者が徘徊した場合に家族等からの連絡に基づく位置探

索及び位置情報の提供を行う 

 地域の多様な協力者の協力を得て、認知症高齢者等が行方不明となっ
た場合に、氏名や身体的特徴等の情報を協力者にメール等で一斉送信

する 

Ｐ○○ 

 

 

 

 

 

Ｐ○○ 

 

２ 認知症の方への支援と権利擁護施策 

・認知症初期集中支援チーム 

 認知症の方などに対して、必要な医療や介護サービスの導入・調整や、
家族支援などの初期の支援を包括的・集中的に行い、自立生活のサポ

ートを行う 

・成年後見制度 

 認知症などにより判断能力が不十分な高齢者等に対して、法的に権限
を与えられた成年後見人等が、本人の意思決定を支援し、福祉サービ

スの利用契約や適切な財産管理を行うことで、その方の生活を援助す

る 

・あんしんさぽーと事業（日常生活自立支援事業） 

 認知症などにより判断能力が不十分な高齢者等に対して、福祉サービ
スの利用援助や金銭管理・財産保管サービスなどを行う 

Ｐ○○ 

 

 

 

Ｐ○○ 

 

 

 

 

Ｐ○○ 

 

３ 介護予防の取組み 

・「いきいき百歳体操」等の住民主体の通いの場の充実 

 高齢者が徒歩で参加できる身近なところで介護予防に取り組めるよ
う、「いきいき百歳体操」等の住民主体の体操・運動等の通いの場を

Ｐ○○ 
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充実させる 

・介護予防ポイント事業 

 高齢者の外出の機会や社会参加の促進を図り、生きがいづくりや介護
予防に取り組む機会づくりとして、介護保険施設・事業所等の登録施

設で介護支援活動を行った場合に活動実績に応じて換金可能なポイ

ントを交付する 

 

Ｐ○○ 

 

４ 在宅生活の支援 

・生活支援型食事サービス 

 在宅高齢者等の自立した日常生活を確保するため、食事の確保が困難
な高齢者等に対し、配食を通じて利用者の安否確認を行う 

・緊急通報システム 

 ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯の在宅生活を支援するため、
急病や家庭内での事故等発生時の緊急連絡体制を整備する 

・日常生活用具の給付 

 在宅の要介護高齢者やひとり暮らし高齢者等に対し、防火等の観点か
ら自動消火器や電磁調理器、火災警報器の給付を行うとともに、緊急

通報システムの利用にあたり電話回線がない方に対して高齢者用電

話の給付を行う 

・ごみの持ち出しサービス（ふれあい収集） 

 ごみを一定の場所まで持ち出すことが困難な高齢者のため、収集して
いる世帯の家庭までごみの収集に伺う 

Ｐ○○ 

 

 

Ｐ○○ 

 

 

Ｐ○○ 

 

 

 

 

Ｐ○○ 

５ 住まいの支援 

・市営住宅における高齢者住宅の整備 

 市営住宅における高齢者向け住宅や高齢単身者向け住宅及び生活援
助員による安否確認等のサービスが受けられる高齢者ケア付き住宅

の入居者募集を行う 

Ｐ○○ 
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２ 認知症の方への支援と高齢者の権利擁護施策の推進 

 

（１）認知症の方への支援 

 

現状と課題 

 

ア 認知症高齢者の現状（全国の状況） 

厚生労働省の研究事業による報告では、65歳以上高齢者の認知症有病率は15％と

推定されており、 全国の認知症有病者数は、平成24（2012）年時点で462万人、高

齢者の約７人に１人と推計されています。さらに、認知症でない状態と認知症との

中間の状態の軽度認知障がい（MCI: Mild Cognitive Impairment）と推計される約

400万人と合わせると、高齢者の約４人に１人が認知症又はその予備群とも言われ

ています（厚生労働省 認知症対策総合研究事業「都市部における認知症有病率と

認知症の生活機能障害への対応」総合研究報告書 平成25（2013）年３月）。 

また、平成37（2025）年には、認知症高齢者数は約700万人になると見込まれて

おり、高齢者に対する割合は、現状の約７人に１人から約５人に１人に上昇すると

考えられています。 

一方、厚生労働省が要介護認定データを基に算出した全国の認知症高齢者数（要

介護認定において「認知症高齢者の日常生活自立度」がⅡ以上の高齢者数）は、平

成22（2010）年時点で約280万人であり、平成37（2025）年には約470万人になると

推計されています。 

これらのことから、要介護認定を受けていない認知症高齢者が潜在的に存在し、

その中には必要な介護サービスにつながっていない認知症高齢者も数多く含まれ

ているものと考えられます。 

 

イ 国の取組み 

認知症高齢者が急増する中、国において、平成24（2012）年６月18日に「今後の

認知症施策の方向性について」がとりまとめられるとともに、同年８月24日に公表

された認知症高齢者数の将来推計などに基づき「認知症施策推進５か年計画」（オ

レンジプラン）（平成25（2013）年度から29（2017）年度までの計画）が策定され

ました。また、平成27（2015）年１月には、団塊の世代がすべて75歳以上となる平

成37（2025）年を見据え、認知症の人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地

域のよい環境で自分らしく暮らし続けることができる社会の実現をめざして、「認

知症施策推進５か年計画」（オレンジプラン）を改め、新たに「認知症施策推進総
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合戦略～認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて～」（新オレンジプラン）

が策定されました。 

 

ウ 大阪市の現状と課題 

(ア) 認知症高齢者の増加 

大阪市の平成29（2017）年４月１日現在における高齢者人口（第１号被保険者

数）は約68万人であり、高齢者の認知症有病率は15％と推定されていることから、

大阪市の認知症高齢者数は約10万２千人であると推計されます。一方、同日現在

における要介護認定の「認知症高齢者の日常生活自立度」がⅡ以上の高齢者数は

69,309人となっています。これらのことから、大阪市には、認知症であるが要介

護認定を受けていない高齢者が３万人以上存在し得ることが推定されます。 

また、同日現在における要介護認定の「認知症高齢者の日常生活自立度」がⅡ

以上の高齢者数は、平成26（2014）年４月１日現在に比して10.7％増加し、高齢

者人口（第１号被保険者数）の増加率（5.6％）を上回るものとなっています。 

今後も、大阪市では、75歳以上を中心とした高齢者数の増加に伴い、全国の推

計と同様に、認知症高齢者のさらなる増加が見込まれています。 

このような状況の中、大阪市では、認知症高齢者等にやさしい地域づくりを推

進していくため、「認知症施策推進総合戦略～認知症高齢者等にやさしい地域づ

くりに向けて～」（新オレンジプラン）を基として認知症施策の推進に取り組ん

できました。今後も、この方針を継続し、総合的に認知症施策を推進していくこ

とが重要であると考えています。 

（図表Ⅱ－２－１ 参照） 

 

図表Ⅱ－２－１ 大阪市の認知症高齢者数及び高齢者人口の推移 

 

平成 

26年度 

平成 

27年度 

平成 

28年度 

平成 

29年度 

増加率 

（26年度 

→29年度） 

認知症高齢者数（人） 62,592 65,336 68,554 69,309 110.7% 

高齢者人口（千人） 

（第１号被保険者数） 
644 661 673 680 105.6% 

（大阪市福祉局調べ・各年度４月１日現在） 

※ 本表における「認知症高齢者数」は、要介護認定において「何らかの介護・支援を必要

とする認知症がある高齢者等」とされる「認知症高齢者の日常生活自立度」Ⅱ以上の人

としています。 

(イ) ひとり暮らし高齢者の増加 

平成27（2015）年の国勢調査によると、大阪市におけるひとり暮らし高齢者の

世帯数は201,070世帯であり、高齢者のいる一般世帯数（474,420世帯）に占める
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割合は約42.4％となっています。近年、ひとり暮らし高齢者の世帯数とその割合

は、急速に増加している状況が続いています。 

ひとり暮らし高齢者は、閉じこもりによる地域からの孤立化、医療・介護サー

ビスの利用拒否などにより、認知症になっても発見されず、また、認知症である

ことがわかったときは既に重度化している傾向があります。そのため、声かけ等

の見守り活動、外出や交流の機会の創出など、ひとり暮らし高齢者の支援と地域

における認知症対応力の向上に資する施策の推進に取り組んでいく必要があり

ます。 

（「Ⅰ 総論 図表３－２－４、図表３－２－６」 参照） 

(ウ) 在宅生活の支援 

大阪市では、平成29（2017）年４月１日現在の要介護認定申請に係る認定調査

結果において、認知症高齢者等のうちの約57％が在宅で生活されていることがわ

かっています。一方で、家族介護者の負担の増大や社会における認知症への理解

の不足等により介護離職が社会的な問題になるなど、家族介護者の負担軽減、地

域住民の認知症に関する理解の促進と知識の向上が課題になっています。 

医療・介護・介護予防・住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保さ

れる地域包括ケアシステムの深化・推進を図っていく中で、認知症になっても住

み慣れた地域で安心して生活を続けることができるよう、今後さらに、認知症高

齢者等の在宅生活の支援に取り組んでいく必要があります。 

（図表Ⅱ－２－２ 参照） 

 

図表Ⅱ－２－２ 大阪市における認知症高齢者等の生活場所 

（単位：人） 

 

認知症 

高齢者等 

認定申請時の所在（再掲） 

在宅 

特別養護 

老人ホー

ム 

介護老人 

保健施設 

介護療養型 

医療施設 

その他の 

施設 

総数 70,817 40,393 7,778 4,222 309 18,115 

 

40歳～64歳 1,508 897 75 48 13 475 

65歳以上 69,309 39,496 7,703 4,174 296 17,640 

 
65歳～74歳 8,099 5,145 444 266 35 2,209 

75歳以上 61,210 34,351 7,259 3,908 261 15,431 

（大阪市福祉局調べ・平成29（2017）年４月１日現在） 

※１ 本表における「認知症高齢者等」は、要介護認定において「何らかの介護・支援を必要と

する認知症がある高齢者等」とされる「認知症高齢者の日常生活自立度」Ⅱ以上の人とし

ています。 
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※２ 「その他の施設」には、認知症高齢者グループホーム、特定施設入居者生活介護適用施設、

医療機関（医療療養型医療施設含む。）、ケアハウス、養護老人ホーム等があります。 

 

(エ) 若年性認知症の人の支援 

若年性認知症は、初期症状が認知症特有のものではなく、医療機関の受診が遅

れることが多いといった特徴があることから、若年性認知症についての普及啓発

を進め、若年性認知症の早期診断・早期対応へとつなげていくことが重要です。 

また、稼働年齢において発症することから、就労、子育て、家事負担、社会生

活において活動の場がなくなる等、高齢者とは異なる課題があり、経済的な面も

含めてそのニーズは非常に広範です。このようなことから、若年性認知症の人の

支援は、居場所づくり、就労・社会参加支援等の様々な分野にわたる支援を総合

的に講じていくことが求められています。 

 

 

今後の取組み 

 

これまで大阪市では、認知症の人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域の

よい環境で自分らしく暮らし続けることができる社会の実現をめざして、認知症施策

の推進に取り組んできました。また、第６期計画の期間においては、国の「認知症施

策推進総合戦略～認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて～」（新オレンジプラ

ン）に基づき、総合的に認知症施策を推進してきました。 

新オレンジプランでは、施策ごとの具体的な数値目標について、介護保険事業計画

の期間（３年間）を踏まえて、平成29（2017）年度末等を当面の目標設定年度とされ

ていましたが、今般、平成30（2018）年度から新たに始まる介護保険事業計画の期間

に合わせて、国において新オレンジプランの具体的な数値目標の設定年度が平成32

（2020）年度末までに改められました。大阪市においても、新オレンジプランの基本

方針とその新たな数値目標を基本としながら、総合的に認知症施策を推進していくこ

とが重要です。 

 

ア 認知症への理解を深めるための普及・啓発の推進 

誰もが認知症とともに生きることになる可能性があり、また、誰もが介護者等と

して認知症に関わる可能性があるなど、認知症はすべての人にとって身近な病気で

あることを、普及・啓発等を通じて改めて社会全体として確認していくことが重要

です。 

社会全体で認知症の人を支える基盤として、認知症に関する正しい知識と理解を
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もって、地域で認知症の人やその家族を手助けする認知症サポーターの養成を推進

します。 

また、認知症初期集中支援チーム、認知症地域支援推進員、認知症強化型を含む

地域包括支援センター、認知症疾患医療センターなどの日ごろの活動を通じて、認

知症への理解を深めるための普及・啓発の推進を図ります。 

さらに、スマートフォン等で利用できる認知症アプリを開発・運用し、認知症に

関する正しい知識について広く普及・啓発を行います。 

 

イ 認知症の容態に応じた適時・適切な医療・介護等の提供 

早期診断・早期対応を軸に、「本人主体」を基本とした医療・介護等の有機的連

携により、認知症の容態の変化に応じて、適時・適切に切れ目なく、その時の容態

にもっともふさわしい場所で医療・介護等が提供される循環型の仕組みの実現をめ

ざします。 

○ 早期診断・早期対応のための体制整備 

かかりつけ医による健康管理やかかりつけ歯科医による口腔機能の管理、か

かりつけ薬局における服薬指導を通じて、これらの専門職が認知症の疑いがあ

る人に早期に気付き、かかりつけ医等と連携して対応するとともに、その後も

認知症の人の状況に応じた口腔機能の管理や服薬指導等を適切に行うことが

できる体制の構築・充実を図ります。そのため、かかりつけ医・歯科医師・薬

剤師の認知症対応力向上のための研修や、かかりつけ医の認知症診断等に関す

る相談役等の役割を担う認知症サポート医の養成を一層推進します。 

また、地域、職域等の様々な場における、町内会、企業や商店、ボランティ

アやＮＰＯ、警察等による様々なネットワークの中で、認知症の疑いがある人

に早期に気付いて適切に対応していくことができるような体制の構築を図る

ため、各区における認知症支援の拠点として平成29（2017）年度から設置して

いる認知症強化型地域包括支援センターの活動を推進します。 

認知症疾患医療センターについては、平成21（2009）年から地域型３か所を、

平成29（2017）年から連携型３か所を運営していますが、今後は、地域の中で

担うべき機能を明らかにしたうえで、必要に応じて整備を図っていきます。 

また、平成28（2016）年度から全区に設置している認知症初期集中支援チー

ムにより、認知症が疑われる人や認知症の人に対して、必要な医療や介護サー

ビスの導入・調整や、家族支援などの初期の支援を包括的・集中的に行い、自

立生活のサポートを行います。 

○ 行動・心理症状（BPSD）や身体合併症等への適切な対応 

認知症の人の行動・心理症状（BPSD: Behavioral and Psychological Symptoms 
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of Dementia）（※）や身体合併症への対応を行う急性期病院等では、身体合併

症への早期対応と認知症への適切な対応のバランスのとれた対応が求められ

ているところであり、身体合併症対応等を行う医療機関での認知症への対応力

の向上を図る観点から、病院勤務の医療従事者に対する認知症対応力向上研修

を一層推進します。 

また、急性期病院をはじめとして、入院、外来、訪問等を通じて認知症の人

と関わる看護職員は、医療における認知症への対応力を高める鍵となることか

ら、広く看護職員が認知症への対応に必要な知識・技能を習得することができ

るよう、看護職員に対する認知症対応力向上研修を一層推進します。 

※ 行動・心理症状（BPSD） 認知症の主な症状である記憶障がい等の進展と関連し

ながら、身体的要因や環境要因等が関わって現れる、抑うつ・興奮・徘徊・妄想

などの症状のことをいいます。 

○ 認知症の人の生活を支える介護の提供 

認知症の人への介護に当たっては、認知症のことをよく理解し、本人主体の

介護を行うことで、できる限り認知症の進行を緩徐化させ、行動・心理症状

（BPSD）を予防できるような形でサービスを提供することが求められているこ

とから、このような良質な介護を担うことができる人材を質・量ともに確保し

ていくことが重要です。このため、現場経験概ね２年以上の者が認知症介護の

理念、知識及び技術を習得するための「認知症介護実践者研修」⇒現場経験概

ね５年以上の者が事業所内のケアチームの指導者役となるための「認知症介護

実践リーダー研修」⇒現場経験概ね10年以上の者が研修の企画立案・講師役等

となるための「認知症介護指導者養成研修」というステップアップの研修体系

により研修を実施し、さらなる受講者数の増加に取り組みます。 

また、認知症介護に携わる可能性のあるすべての介護職員等が、認知症介護

に最低限必要な知識・技能を習得するための「認知症介護基礎研修」を引き続

き実施するとともに、効果的な実施方法について検討を行います。 

○ 医療・介護等の有機的な連携の推進 

認知症の人が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるためには、認知症の容

態の変化に応じすべての期間を通じて必要な医療・介護等が有機的に連携した

ネットワークを形成し、認知症の人への支援を効果的に行うことが重要です。 

このため、平成28（2016）年度から全区に配置している認知症地域支援推進

員について、認知症疾患医療センターを含む医療機関や介護サービス及び地域

の支援機関の間の連携を図るための支援や、認知症の人やその家族を支援する

相談業務等の活動を一層推進します。 
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ウ 若年性認知症施策の強化 

若年性認知症の人については、就労や生活費、子どもの教育費等の経済的な問題

が大きい、主介護者が配偶者となる場合が多く、時に本人や配偶者の親等の介護と

重なって複数介護になる等の特徴があることから、居場所づくり、就労・社会参加

支援等の様々な分野にわたる支援を総合的に行うことが求められています。 

このため、平成28（2016）年度から全区に配置している認知症地域支援推進員が、

若年性認知症の相談窓口として、若年性認知症の人とその家族からの相談に応じ、

関係機関と連携して必要な支援を行っています。 

今後も、認知症地域支援推進員の活動を充実させるとともに、若年性認知症の早

期診断・早期対応につなげるため、若年性認知症についての普及啓発に取り組みま

す。 

 

エ 認知症の人の介護者への支援 

認知症の人の介護者への支援を行うことが認知症の人の生活の質の改善にもつ

ながるとの観点に立ち、介護者の精神的・身体的負担を軽減するための取組みとし

て、認知症初期集中支援チーム等による早期診断・早期対応を行うほか、介護者の

急病等の突発的な事情により認知症高齢者の介護が困難となった場合に介護施設

等で一時的に受け入れる緊急ショートステイ事業、認知症の人やその家族が、地域

の人や専門家と相互に情報を共有し、お互いを理解し合う認知症カフェ等の設置・

運営を支援します。 

 

オ 認知症の人を含む高齢者にやさしい地域づくりの推進 

認知症の人やその家族が安心して暮らすためには、地域による見守り体制づくり

が重要であることから、ひとり暮らし高齢者等の支援が必要な高齢者の日ごろの見

守りや行方不明認知症高齢者等の早期発見・早期保護のための見守りネットワーク

体制の強化を図ります。また、警察等に保護されても身元が判明しないケースが増

加していることから、身元不明高齢者対策に取り組みます。 

さらに、社会全体で認知症の人を支える基盤として、地域で認知症の人やその家

族を手助けする認知症サポーターの養成を推進するとともに、認知症サポーターが

地域の中で活躍する機会の充実を図り、もって認知症高齢者等の生活支援、社会参

加支援、見守り体制の充実につながるよう取り組んでいきます。 
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カ 認知症の予防法、診断法、治療法、リハビリテーションモデル、介護モデ

ル等の研究開発及びその成果の普及の推進 

国においては、認知症をきたす疾患それぞれの病態解明や行動・心理症状（BPSD）

を起こすメカニズムの解明を通じて、認知症の予防法、診断法、治療法、リハビリ

テーションモデル、介護モデル等の研究開発の推進を図るとともに、研究開発によ

り効果が確認されたものについては、速やかに普及に向けた取組みを行うこととし

ています。 

大阪市においても、国の動向を踏まえて施策を進めるほか、ＩＣＴ技術を活用し

た介護保険データ等の収集・分析など、認知症の予防や早期発見に資するための施

策に取り組んでいきます。 

 

キ 認知症の人やその家族の視点の重視 

認知症施策は、ともすれば認知症の人を支える側の視点に偏りがちであったとの

観点から、認知症施策の企画・立案や評価への認知症の人やその家族の参画など、

認知症の人やその家族の視点を重視した取組みを進めていきます。 

 

ク 大阪市立弘済院における専門的医療・介護の提供 

弘済院附属病院は、大阪市が指定する認知症疾患医療センターとして、認知症の

専門外来である「もの忘れ外来」で専門診療にあたるとともに合併症医療に取り組

んでいます。また、看護外来、もの忘れ教室、家族会の開催、非薬物治療としての

グループ回想法や、若年性認知症の本人やその家族へのサポートを行うほか、平成

29（2017）年度より若年性認知症外来を開始しました。 

さらには、相談機能の強化を図りつつ、各区の認知症等高齢者支援ネットワーク

などと連携して地域のかかりつけ医からの紹介患者などを積極的に受け入れ、認知

症の早期診断、早期治療に寄与するとともに、利用者の在宅生活移行のための支援

プログラムを作成し、家庭、地域への復帰を促進していきます。また、地域の保健・

医療・福祉・介護関係者等から組織される協議会を開催して取組み内容を共有する

とともに、専門職を対象とした研修を実施するほか、市民を対象とした公開講座等

の開催により認知症に関する情報を発信します。 

介護施設では、認知症の専門医療機能と専門介護機能の緊密な連携のもと、前頭

側頭型認知症等の困難症例や若年性認知症の人への対応などを行い、新しい認知症

介護モデルの構築にも努めていきます。 

認知症に係る研究や人材育成については、大阪市立大学との連携を強化し、原因

究明や診断・治療法の確立、認知症看護・ケア、ケアマネジメント等の学術的な研

究や、新薬の効果分析や安全性の検証など新薬の治験等の臨床研究に取り組みます。
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また、臨床研修医や看護実習生等の積極的な受け入れや、研修及び講習の実施に努

め、人材育成に取り組みます。 

今後、認知症施策の必要性が一層高まるなか、弘済院を医療と介護が一体となっ

た新たな拠点として整備し、機能の継承発展を図り、認知症の人やその家族を支援

していきます。 
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（２）権利擁護施策の推進 

 

現状と課題 

 

高齢者に対する虐待は、高齢者の心身に深い傷を負わせる重大な権利侵害です。大

阪市では、平成 18（2006）年４月に施行された「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者

に対する支援等に関する法律（高齢者虐待防止法）」を踏まえ、区保健福祉センター及

び地域包括支援センター（総合相談窓口（ブランチ）を含む）を養護者による高齢者

虐待の通報等窓口と位置づけ、専門職を配置して高齢者虐待への迅速かつ適切な対応

と養護者への支援に努めています。 

養介護施設従事者等による高齢者虐待の通報等については、施設等の指定・指導を

行う福祉局において区保健福祉センター、地域包括支援センターの協力を得ながら、

対応を行っています。 

大阪市における高齢者虐待の通報等件数は、養護者による高齢者虐待はほぼ横ばい、

養介護施設従事者等による高齢者虐待が増加している状況です。 

（図表Ⅱ－２－３ 参照） 

 

図表Ⅱ－２－３ 大阪市における高齢者虐待の通報等件数の推移 

高齢者虐待の相談・通報・届出件数 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 

養護者によるもの 1,038件 839件 814件 846件 

 
通 報

窓 口 

区保健福祉センター 523件 374件 366件 414件 

地域包括支援センター 515件 465件 448件 432件 

 虐待と判断した件数 485件 397件 343件 332件 

養介護施設従事者等によるもの 61件 56件 98件 122件 

 虐待と判断した件数 10件 ７件 22件 26件 

（大阪市福祉局調べ） 
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また、虐待を受けた高齢者のうち７割近い方に認知症の症状がみられたことから、

虐待防止の取組みは、地域における認知症高齢者やその家族への支援が重要であるこ

とがわかりました。 

大阪市では、高齢者虐待防止について広く市民に啓発を行うとともに、高齢者虐待

の防止から虐待を受けた高齢者の保護及び養護者に対する支援を、適切に実施するた

め、関係機関や関係団体、高齢者福祉に携わる専門職などの参画を得て、「高齢者虐待

防止連絡会議」を設置しています。 

高齢者虐待において、区保健福祉センターは、養護者との分離保護に至るような事

例で措置権を行使する等中心的な役割を果たす機関であることから、区保健福祉セン

ターの後方支援として、福祉局内に専門職による「高齢者虐待対応支援チーム」を設

置しています。 

研修や具体的支援を通じ、複雑多様化する虐待事案へ迅速かつ適切に区保健福祉セ

ンター職員等が支援できるよう、対応力をさらに高めていくことが求められています。 

また、高齢者虐待への対応では、高齢者本人だけでなく養護者の介護負担軽減、家

庭内の課題の解消のための介護保険サービスの導入や見守り支援、他の相談窓口との

連携など養護者への適切な支援を行うことが重要です。高齢者虐待をより身近な地域

の問題ととらえ、区保健福祉センターと地域包括支援センターが中心となり、その予

防から解決まで継続した支援や取組みを行うことが必要となっています。 

一方、養介護施設従事者等による虐待については、背景として、教育知識・介護技

術等に関する問題、職員のストレスや感情コントロールの問題などが指摘されていま

す。また、身体拘束については、養介護施設従事者等が虐待に該当するという認識を

持たないケースも見られます。 

このため、養介護施設従事者等に対する啓発等に取り組んでいく必要があります。 

 

高齢者が住み慣れた地域において、尊厳を持ち安心して暮らし続けていくためには、

権利擁護の取組みが必要です。認知症高齢者など判断能力が不十分な人が、悪質な訪

問販売などの被害にあう事件が起こっており、とりわけ、ひとり暮らし高齢者世帯が

多い大阪市においては権利擁護施策の推進が重要です。 

国においては平成 28（2016）年５月に「成年後見制度の利用の促進に関する法律」

が施行、平成 29（2017）年３月には同基本計画が閣議決定され、成年後見制度の利用

促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進することが定められました。 

大阪市では、これらを踏まえ「権利擁護の地域連携ネットワークの構築」のための

仕組みを作るとともに、広報・相談・制度利用促進・後見人支援等の各機能を整備す

ることが必要となっています。 

なお、平成 19（2007）年６月に設置した「大阪市成年後見支援センター」において
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は、成年後見制度の利用を必要とする人や家族等からの相談に応じる等、成年後見制

度の利用を支援するとともに、成年後見制度の新たな担い手とされる「市民後見人」

の養成や支援を行っています。 

今後高齢化の進行に伴い、権利擁護の支援を必要とする人がますます増加すると見

込まれるため、「成年後見制度」と「あんしんさぽーと事業（日常生活自立支援事業）」

については、高齢者がこれらの制度を円滑に利用できる方策や、将来の不足が予測さ

れる後見人等候補者の確保、地域包括支援センターとの一層の連携について検討する

必要があります。 

 

 

今後の取組み 

 

ア 高齢者虐待防止への取組みの充実 

高齢者が尊厳をもち、住み慣れた地域で安心した生活を送ることができるよう、

虐待を発生させない地域づくりをめざし、引き続き高齢者虐待防止の取組みを進め

ます。 

虐待の発生予防、早期発見には、地域住民をはじめ、保健・医療・福祉サービス

の従事者、行政関係者等が高齢者虐待についての認識を深めることが重要であるこ

とから、高齢者虐待の知識・理解の普及、啓発や通報窓口の周知等に努めます。と

りわけ、虐待を受けた高齢者の多くに認知症の症状がみられるように、認知症によ

る言動の混乱等が虐待の発生要因の一つとなっていると考えられ、認知症やその介

護方法についての正しい知識・理解の普及、啓発に努めます。また、虐待事案には、

経済的困窮、養護者の疾病や障がいなど様々な問題が背景にあるほか、虐待を受け

た高齢者には女性が多いこと、年齢・介護度が高いほど多くなること、息子、娘や

夫などによる虐待が多いことなどの特徴がみられることから、これらを踏まえた適

切な支援を進めるとともに、生活保護や生活困窮担当、保健医療関係部門等との連

携をさらに深めます。 

また、関係機関、関係団体が参画する「高齢者虐待防止連絡会議」においては、

虐待情報の共有化を図るとともに、関係機関相互の連携の強化を図ります。各区で

は、高齢者虐待防止のネットワーク（連携体制）を活用し、身近な地域での高齢者

虐待の発生予防、早期対応、見守り等の取組みを進めます。 

高齢者虐待防止の取組みにおいては、区保健福祉センターと地域包括支援センタ

ーが中心的機関となって、虐待事例に迅速かつ適切に対応、支援を行うことから、

その専門性の一層の向上を図るとともに、相互の連携を強化します。 

高齢者虐待を防止するためには、養護者へも適切な支援を行うことが必要です。
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養護者虐待の主な発生要因については、「養護者の介護疲れ・介護ストレス」であ

ることから、地域包括支援センター等においては、介護家族の相談や支援に努める

とともに、介護教室や認知症の家族会の活動等を紹介するなど、養護者の介護負担

やストレスの軽減を図る取組みを行います。 

また、もう一つの発生要因である「養護者の障がい・疾病」については、障がい

者相談支援センターや精神保健福祉相談員等、相談窓口との連携強化を図り、課題

の解決に努めます。 

養介護施設従事者等に対しては、集団指導や実地指導、監査などの機会を通して、

虐待防止や従事者の通報義務・職員のストレス対策について啓発を図るとともに、

集団指導時に併せて、人権擁護に関する研修会を実施するなど高齢者虐待防止に関

する研修等の取組みを進めます。 

また、高齢者の尊厳を傷つけるだけでなく、身体的機能の低下を引き起こすもと

になりうる施設等における身体拘束についても、高齢者虐待として、引き続き養介

護施設従事者の資質の向上や意識改革等による防止に向けた取組みを進めます。 

 

イ 成年後見制度の利用促進及び日常生活自立支援事業の推進 

成年後見制度の利用促進のために、平成 30（2018）年度から３か年の予定で「権

利擁護の地域連携ネットワーク」を構築します。地域連携ネットワークにおいては、

保健福祉センターをはじめ地域包括支援センター、ブランチなどの相談支援機関が

本人を中心とする「チーム」を形成し、専門職団体・関係機関が連携協力する「協

議会」が「チーム」を支援します。また、大阪市成年後見支援センターをネットワ

ークの中核機関として位置づけ、地域における連携・対応強化の推進役としての役

割を果たします。 

なお、「協議会」では他に、制度の普及啓発や親族後見人への支援など、成年後

見制度の利用促進に向けた活動を行います。 

また、今後、権利擁護支援を必要とする人がますます増加することに対応するた

め、市民として地域で後見活動を行う「市民後見人」の養成・支援を強化します。 

「あんしんさぽーと事業（日常生活自立支援事業）」においては、契約中に状況

が変わり、成年後見制度の利用が必要となる人は円滑に制度に移行し、今後新たに

あんしんさぽーと事業の利用を必要とされる人が、待機することなく順次、利用・

契約できるよう取り組みます。 



 

34 

 

３ 介護予防の充実、市民による自主的活動への支援 

 

（１）一般介護予防事業の推進（介護予防・重度化防止の推進） 

 

現状と課題 

 

平成 27（2015）年度に改正施行された介護保険法に基づき、高齢者が可能な限り要

介護状態になることを予防し、また、要介護状態になってもその状態をできる限り軽

減、または悪化を防止することにより、可能な限り自立した日常生活を送ることを目

的として、要支援・要介護状態の方も含めてすべての高齢者を対象とした一般介護予

防事業と、要支援状態の高齢者に対する介護予防・生活支援サービス事業や介護予防

給付を総合的かつ効果的に実施しています。 

 

大阪市では、高齢者人口のうち約 24％の方は要介護認定を受けていますが、それ以

外の約 76％の方は、何らかの疾病等を有しながらもほぼ自立した生活を送っています。

これら活動的な状態にある高齢者を対象として、区保健福祉センターの保健師や栄養

士等が地域の健康課題に応じ介護予防を中心とする健康教育等を実施しています。そ

の活動は、行政が開催するものだけでなく、健康づくりに関心のある市民や地域の関

係機関の参画を得て開催するものが増えており、これらの活動の主体となるグループ

づくりや地域で活動する健康リーダーの育成に積極的に取り組んでいます。その結果、

地域住民の介護予防に対する意識や機運も高まり、各区において「いきいき百歳体操」

や「ラジオ体操」、「ウォーキンググループ」などの自主的な活動も活発に行われるな

ど、住民主体の体操・運動等の通いの場も着実に増加しています。 

 

図表Ⅱ－３－１ 「いきいき百歳体操」等の介護予防に効果のある 

住民主体の体操・運動等の通いの場の状況 

平成 27年８月末 平成 28年８月末 平成 29年３月末 

242か所 328か所 404か所 

（大阪市福祉局調べ）    

 

大阪市高齢者実態調査では、継続的に団体や集まりに参加している方では「町会や

自治会、女性会などの地域団体」や「趣味のサークル・団体」、「健康・スポーツのサ

ークル・団体」などに参加する方が多く、他の団体や集まりも含めて「参加している」

と答えた方全体で見ると、42.8％の方が参加のきっかけを「健康のため」としていま
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す。また、地域社会に貢献できる活動としては、「ボランティア活動」を挙げている方

が最も多く、さらに、近隣への支援としてできることとして「ちょっとした買い物の

手伝い」と回答した方が 23.3％となっています。しかし一方で、50.1％の方が継続的

に参加している団体や集まりに「参加していない」と回答し、特に女性よりも男性の

方が「参加していない」と回答した方の割合が高くなっています。また、参加してい

ない理由としては、「特に理由はない」と「興味をひくものがない」を合わせると 51.7％

を占めています。 

（「Ⅰ 総論 図表４－１－15～19」 参照） 

 

高齢者は、身体的にも社会的にも喪失に関連した様々なストレスを感じることが多

いことから、閉じこもりなど社会からの孤立につながりやすく、閉じこもりはうつや

認知症の発症の重大な危険因子の一つであるといわれています。一方、外出や人との

交流は、運動や認知機能低下のリスクの軽減に大きく影響しているとの研究もあり、

地域での社会参加の機会を増やすことは、介護予防の観点からも重要となります。高

齢者が住み慣れた地域でいつまでも安心して自分らしい生活を送るためには、高齢者

が徒歩で参加できる身近なところで介護予防に取り組めるよう、介護予防に効果のあ

る住民主体の体操・運動等の通いの場を充実させるとともに、高齢者自らが介護予防

に向けた活動の担い手となり、社会参加を促す機会づくりも必要です。 

 

また、噛む力や飲み込む力が弱くなり栄養状態が悪くなると、筋肉量が減少し身体

のバランスを取る能力が低下することにより転倒の危険性が高まり、閉じこもりがち

になると心身が弱体化していくという悪循環に陥りやすい等の研究結果もあることか

ら、介護予防の推進にあたっては、運動器の機能向上の取組みとともに口腔機能の向

上や栄養状態の改善の取組みも併せて進めることが重要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「いきいき百歳体操」とは 

アメリカの国立老化研究所が推奨する運動プログラムを参考に、平成 14（2002）

年に高知市が開発したおもりを使った筋力運動の体操です。 

椅子に座って行う運動のため、要支援、要介護の方でも安全に参加でき、週１回

以上行うことで筋力がつくだけでなくバランス能力も高まり、転倒しにくい身体に

なります。 

【方法等】 

・高齢者の状態に応じて手足に０～２kgのおもりをつける（200ｇ単位で負荷） 

・筋力運動を中心にした 30分程度の体操 
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 今後の取組み 

 

介護予防は生活機能の低下がみられる高齢者だけでなく、地域で暮らすすべての高

齢者が、年齢を重ねても住み慣れた地域で自分らしい生活を送ることができるように

するための取組みです。そのためには、これまでのような生活機能の低下した高齢者

に対する心身機能を改善することを目的とした機能回復訓練等の取組みだけでなく、

機能回復訓練等で得られた活動的な状態を維持するための「活動」や、家庭や社会へ

の「参加」といった要素にバランスよく働きかけ、それによって個々の生きがいや自

己実現など生活の質の向上をめざす必要があります。 

一般介護予防事業については、地域で暮らすすべての高齢者が、少しでも長く地域

において自立した日常生活を継続し、自らの社会参加によって役割や生きがいを持っ

て生活ができるような自立支援に資する取組みを推進し、要介護状態になっても生き

がいや役割をもって生活できる地域の実現をめざすことが重要です。 

 

一般介護予防事業の推進にあたっては、高齢者を年齢や心身の状況等によって分け

隔てることなく、住民主体の通いの場を充実させ、人と人とのつながりを通じて、参

加者や通いの場が継続的に拡大していくような地域づくりを推進します。そのため、

「いきいき百歳体操」等の介護予防に効果のある住民主体の体操・運動等の通いの場

の充実に向け、平成 33（2021）年度末までに高齢者人口１万人につき概ね 10か所程

度を目標として、高齢者が徒歩で参加できる身近な場所での開催をめざし、「いきいき

百歳体操」で使用するおもりやＤＶＤなどの物品の貸し出しやリハビリテーション専

門職の派遣など、活動の場の立ち上げや継続のための支援を引き続き行います。あわ

せて、今後、運動器の機能向上の取組みとともに、口腔機能の向上や栄養改善に関し

効果的かつ効率的に実施できる手法についても検討していきます。 

また、高齢者が自らの健康状態を認識し、知識や経験に合わせた主体的な介護予防

活動が継続できるように、新たな健康づくりの自主活動グループの育成を図るととも

に、既存の自主活動グループの活性化に向けた支援にも取り組んでいきます。 

さらに、団塊の世代がすべて 75歳以上となる平成 37（2025）年の社会を見据え、

高齢者が社会参加や地域貢献活動を通じて自身の介護予防を図ることを積極的に支援

するため、平成 27（2015）年 10月から「介護予防ポイント事業」を実施しています。

今後は「介護予防ポイント事業」に参加する高齢者をより一層増加させるため、活動

参加者が個々の役割を持ち、これまで培った経験をもとにより身近なところで得意分

野を活かした活動ができるよう、活動施設等をできるだけ身近な場所に充実させると

ともに、在宅の高齢者の生活支援活動にも「介護予防ポイント事業」の活動の範囲を

拡げていきます。 
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「介護予防ポイント事業」とは 

○事業内容 

  高齢者の外出の機会の増加や社会参加の促進を図り生きがいや介護予防につな

げることを目的として、対象者が介護保険施設・事業所等の登録施設で介護支援活

動（※）を行った場合に、活動実績に応じてポイントを交付し、蓄積したポイント

を換金（年間換金上限 8,000円）できる事業。 

○対象者 

  大阪市内在住の 65歳以上の方（介護保険第１号被保険者） 

○活動場所 

  登録施設・事業所となった大阪市内の介護保険施設・事業所（特別養護老人ホー

ム、介護老人保健施設、デイサービス事業所など、） 

○ポイント 

  １ポイント 100円換算で 10ポイントから換金可能 

  30分以上２時間未満の活動・・・１ポイント 

  ２時間以上の活動・・・・・・・２ポイント 

 

（※）介護支援活動とは、 

   行事、レクリエーションなどの補助や清掃活動、利用者の話し相手、食事介助

の補助、入浴介助の補助、館内移動や外出（散歩等）の補助、衣類の修繕など 
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（２）健康づくりの推進 

 

現状と課題 

 

高齢期における健康は、日々の食生活や運動、休養等の生活習慣に大きく影響され

るため、個々人に応じた適正な生活習慣を若い時期から身につけることが大切です。         

なかでも大阪市ではがん等の生活習慣病による死亡率が高い状況にあることから、食

生活や運動などの生活習慣の見直しや各種がん検診等の定期的な受診など、生活習慣

病の予防及び早期発見・早期治療を強化していく必要があります。 

また、平成 28（2016）年度国民生活基礎調査では介護が必要となった主な原因とし

て、認知症が 18.0%、脳血管疾患が 16.6％、高齢による衰弱が 13.3％と上位を占め、

骨折・転倒、関節疾患と続きます。要介護・要支援状態となることを予防するために

は、認知症や脳血管疾患の生活習慣病の予防に加えて、ロコモティブシンドローム（運

動器症候群）やサルコぺニア（加齢性筋肉減少症）などの加齢に起因する症状を予防

することも重要です。 

これらのことから、高齢期をすこやかに過ごすためには、生活習慣病対策と介護予

防を総合的に推進していく取組みが重要と考えます。壮年期から高齢期に係る一連の

取組みを通して、「活動的な 85歳」をめざした介護予防・健康づくりを推進する必要

があります。 

また、こころの健康も健康を構成する重要な要素であることから、こころの病気の

早期発見・早期治療の促進が必要です。 

 

大阪市では、すべての市民がすこやかで心豊かに生活できる活力あるまち・健康都

市大阪の実現に向け、健康増進計画「すこやか大阪２１」を策定し取組みを進めてき

ました。高齢者の健康寿命（健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活でき

る期間）のさらなる延伸をめざし、計画に基づく取組みのもと、平成 22（2010）年と

平成 27（2015）年の健康寿命の比較で男性 1.02年、女性 0.77年の延伸が図られてき

たところです。しかしながら、平成 25（2013）年の全国との比較では、男性 1.98年、

女性 1.25年、大阪市の健康寿命が短いことから、大阪市民の健康寿命の延伸に影響を

与える要因の分析を行い、その結果、健康寿命に影響を与えている疾患としては、全

国と同様に認知症、脳血管疾患の影響が大きく、女性に限れば関節疾患、骨折・転倒

の影響も大きいことが明らかになりました。また、大阪市に特徴的な疾患として、が

ん、心疾患の影響が大きいことが明らかになりました。 

今後は、このような分析結果を踏まえ策定した平成 30（2018）年度から平成 35（2023）

年度までの健康増進計画「すこやか大阪２１（第２次後期）」に基づき、高血圧・糖尿
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病などの発症予防と重症化予防、がんの原因とされるたばこ対策などさらなる健康寿

命の延伸をめざした具体的な取組みを進めていく必要があります。 

 

ア 生活習慣病の予防 

食生活や運動習慣などを原因とする生活習慣病の増加に伴い、認知症や寝たきり

などにより要介護状態になる方が増加しています。 

大阪市の平均寿命と健康寿命の差は、平成 27（2015）年で男性 1.73年、女性 3.76

年となっており、この期間を短縮し健康で自立して暮らすことができる期間を延ば

していくことが求められています。 

介護が必要になった主な原因として認知症が最も多く次いで脳血管疾患(脳卒

中)となっており、認知症のリスクを減らすこと、及び脳血管疾患の危険因子であ

る高血圧症、糖尿病をはじめとする生活習慣病を予防すること、すなわち食生活の

改善、肥満の防止のための運動習慣の定着、がん予防のための禁煙及び食べる喜び

話す楽しみを保つ口腔機能の維持・向上等が要介護期間の短縮につながると考えら

れます。これらは、高齢による衰弱や骨折・転倒など、介護が必要となるその他の

予防にも重要な取組みです。 

 

平成 28（2016）年度に大阪市において実施した健康づくり・生活習慣等に関する

調査では、65歳以上の高齢者は、男女とも他の年齢層に比較して、食生活及び運動

に関する意識や取組み割合は高くなっているものの、概ね半数の方が食生活の改善

や運動の実践につながっていない状況です。 

また、喫煙については、65歳以上の高齢者は、男女とも他の年齢層に比較して、

喫煙率は低いが、男性は 27.9%、女性は 7.6%が喫煙している状況です。 

生活習慣病を予防し「活動的な 85歳」を迎えるために、長年培ってきた自分の

生活習慣を見つめ直し、バランスの取れた食生活、適度な運動、禁煙及び口腔機能

の維持・向上などの生活習慣を確立し、継続することが大切です。 

 

イ こころの健康 

こころの健康は、身体の健康と同様に健康を構成する重要な要素であり、こころ

の病気については早期発見・早期治療が大切です。発見が遅れると生活の質が大き

く低下し、中でもうつ病は自殺の背景に大きく関係することが指摘されています。

そのため、ストレス等による不安・抑うつ等の心理的苦痛を軽減させることが必要

です。 
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 今後の取組み 

 

ア 生活習慣病の予防 

健康寿命の延伸のためには、若いころからの適切な生活習慣を継続し、健康的な

社会生活を送ることが重要です。 

このため、健康寿命のさらなる延伸を目標とする健康増進計画「すこやか大阪２

１（第２次後期）」に基づき、健康寿命に影響を与える循環器疾患やがん、また骨

粗しょう症などの生活習慣病の予防に向けた取組みを関係機関と連携しながら進

めていきます。 

循環器疾患の発症を減らすためには、循環器疾患の原因となる高血圧症、脂質異

常症、メタボリックシンドロームの予防が必要であることから、主に 40歳から 64

歳の方を対象にして、地域に出向いた健康講座等による健康教育の実施、訪問指導、

歯科保健等に関する健康相談等による個別支援を行い、事業実施においては、正し

い知識の普及に止まることなく、調理実習を取り入れるなど、生活習慣改善の動機

付けとなる効果的な事業の実施に努めます。 

また、生活習慣病の予防と併せて、治療が必要な人を早期に発見し、医療機関受

診につなげるために、特定健診・特定保健指導受診を推進する必要があります。特

定健康診査の受診率向上のために受診の必要性を啓発するとともに、大阪市国民健

康保険特定健康診査の対象者に対しては、がん検診を同時に受診できる体制の確保

や、電話による受診勧奨を個別に行います。また、特定健康診査の受診者のうち、

血圧・血糖コントロール不良者に対しては、医療機関への受診勧奨や生活改善等の

保健指導を実施し重症化予防に努めます。 

がんは、大阪市の死亡順位の第１位であるとともに、壮年期における死亡順位の

第１位でもあることから、早期発見・早期治療につなげるため、がん検診の受診率

向上にも努めます。具体的には、がん検診の重要性や受診日程等の普及啓発、個別

受診勧奨を行うとともに、市民ニーズの高い夜間や休日開催の拡充など受診し易い

環境整備に努めます。 

骨粗しょう症は、高齢者が寝たきり等の要介護状態に陥る原因の一つに挙げられ

る骨折を引き起こすことから、健康で活動的に暮らすために必要な対策の一つとし

て、適切な食生活や運動習慣の定着など骨粗しょう症予防の啓発と早期発見のため

の骨粗しょう症検診の受診勧奨に努めます。 

その他、アルコールやたばこなどの分野においても、啓発など適切な生活習慣を

継続するための取組みを進めるとともに、市民が主体的に行う運動などの健康づく

りを総合的に支援する地域づくりの取組みを進めます。 
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イ こころの健康 

こころの健康を保持するためには、ストレス等による不安・抑うつ等の心理的苦

痛を軽減させることが必要です。ストレスについての知識及び気分転換の方法等に

関する知識の習得は、抑うつや不安等の心理的苦痛を減らすことに役立つことから

普及啓発に努めます。また、うつ病、アルコール依存症等のこころの病気について、

関係機関と連携しながら病気の知識や予防についての普及啓発を行うとともに、健

康相談を進めていきます。 
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（３）高齢者の社会参加と生きがいづくり 

 

現状と課題 

 

団塊の世代が高齢期を迎えた今、高齢者は支えられる側という画一的な視点ではな

く、他の世代とともに地域を支えていくという視点に立ち、団塊の世代を含む高齢者

の社会参加と活躍が期待されています。 

 

しかし、大阪市高齢者実態調査によると、高齢者が継続的に参加している団体や集

まりについては「町会・自治会・女性会などの地域団体」が 18.5％、「趣味のサーク

ル・団体」が 15.4％あるものの、「参加していない」が 50.1％もあるのが現状です。 

（「Ⅰ 総論 図表４－１－15」 参照） 

 

平成 22（2010）年度の報告書（団塊・シニア世代によるボランティア活動・市民活

動検討専門委員会 平成 23（2011）年３月）において、従来の取組みや他区の事業を

まねするのではなく、各区の地域特性や事業に参画するボランティアの方々の個性に、

二大目標である「団塊シニア世代の新しい地域福祉の担い手を育成し、彼らの生きが

いづくりや自己実現を図る」「団塊シニア世代と既存の地縁型組織との協働参画の場づ

くりを模索する」といった普遍的アプローチが、今後重要なポイントとなるとしてお

ります。 

 

今後は、団塊の世代を含む高齢者の多様化するニーズをどのように捉えて、地域活

動に参加しやすい状況をどのように整えていくかが、大きな課題となっています。ま

た、震災の影響でボランティア活動や市民活動への関心が高まっており、従来の取組

みに加え、防災や救援ボランティアといった内容を取り入れた活動に高齢者が参加し

やすい状況をどのように整えていくかも新たな課題となっています。 

 

また、団塊の世代がすべて 75歳以上となる平成 37（2025）年に向けて、介護や支

援を必要とする高齢者の大幅な増加が見込まれ高齢者の生活支援ニーズも多様化する

中、高齢者ができる限り健康な状態を維持し、介護や支援が必要な状態にならないよ

うにするためには、高齢者が生きがいや社会とのかかわりを持ち続けることが重要で

あり、何らかの支援が必要となった場合であっても、住み慣れた地域で自立した生活

を継続できるようにするためには、高齢者の多様な生活支援ニーズに応じて生活支援

サービスを充実させるとともに、元気な高齢者が生活支援活動の担い手として活躍す

る地域づくりを進めることも重要です。 
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そのため大阪市では、平成 27（2015）年 10月から高齢者の外出の機会の増加や社

会参加の促進を図り、生きがいづくりや介護予防につなげることを目的として「介護

予防ポイント事業」（Ｐ○○参照）を実施するとともに、平成 27（2015）年８月から

生活支援の担い手養成や多様な生活支援ニーズに応じた多様なサービス資源の創出な

どを行う「生活支援体制整備事業」（Ｐ○○参照）を段階的に実施してきました。また、

地域における生きがいづくりや社会参加を促進する施設として、各区で「老人福祉セ

ンター」を運営し、高齢者の生活相談や健康相談などの各種相談を行うほか、「いきい

き百歳体操」などの介護予防のための体操・運動等や生きがいと健康づくりを目的と

した各種事業を行っています。また、小学校単位では高齢者の活動の場の提供を行う

など、高齢者の自主的活動を支援しています。 

 

さらに、大阪市高齢者実態調査によると、高齢者の就労意欲については、「仕事をし

たい（続けたい）」とした方が 32.5%と最も高く、「仕事をしたくない（仕事をやめた

い）」とした 31.5%を若干ながら上回っています。性別では男性が「仕事をしたい（続

けたい）」とした方が４割を超えており、女性よりも多くなっています。また、年齢別

では 65～69歳の方の半数が「仕事をしたい（続けたい）」とされていますが、高齢に

なるにつれて「仕事をしたくない（仕事をやめたい）」とされた方が増加しています。 

一方、「仕事をしたい（続けたい）」とした理由としては、「健康に良いから」「生き

がいを得られるから」の順に高くなっていることから、就労を通じた健康の維持や生

きがいづくりの支援も必要であり、高齢者の就労機会を確保することが求められてい

ます。 

（「Ⅰ 総論 図表４－１－12～14」 参照） 

 

そこで大阪市では、大阪市シルバー人材センターにおいて臨時的かつ短期的で軽易

な業務を会員に提供しています。また、大阪市の就労支援窓口として運営している大

阪市しごと情報ひろばや大阪市地域就労支援センターでは、市内在住の求職者を対象

に就労相談、無料職業紹介及び就労のための講座等を実施しています。 

 

今後も、高齢者の社会参加や生きがいづくりのニーズが多様化していく中、老人福

祉センターなどを効果的に活用し、高齢者自らが活動できる場の提供や、地域活動が

しやすい機会の提供（きっかけづくり）などの自主的活動の支援や、就労を希望する

高齢者に、その意欲と能力に応じ、長年培った知識や経験が有効に活かされる就労機

会の提供が重要となっています。 
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 今後の取組み 

 

ア 高齢者の経験や知識を活かした社会参加への支援 

地域社会では、全国各地でいわゆる高齢者の所在不明問題が発生し、地域社会の

つながりの希薄化が改めて明らかになり、少子高齢化社会における高齢者等の孤立

が憂慮されるところです。また、共働き世帯の増加などによる地域での子育て支援

がより重要になり、これらの課題解決の担い手となる人材が不足しています。 

このような、社会環境の変化に対応するためには、様々な経験や知識を培ってき

た高齢者が中心となり、他の世代とともに、地域の活動に参加し、将来を担う子ど

もや子育て層の世代の人たちとの交流や支援を行うとともに、高齢者同士が声を掛

け合い支え合い、ひとり暮らし高齢者の孤立化を防ぐなど自主的な取組みを活性化

することが求められています。 

地域社会全体が力を合わせて自主的な活動を進めるためには、高齢者が会社と自

宅を往復するだけで自分の住む地域との関わりを持ってこなかった、あるいは持ち

たくても時間がなかった職場中心の社会から、地域中心の社会へと移行することが

必要であり、特技や趣味を通じた地域での交流の場づくりをはじめ、地域活動に関

する学習機会の提供など、高齢者が地域活動に参画していくための「地域デビュー」

を支援してきました。 

現在、大阪市では、「参加・協力」意欲のある市民の参加により、地域活動が活

性化するように支援し、地域に合った取組みが進み、積極的な地域活動が広がって

いくように努めています。今後は、引き続き高齢者が地域活動に参画していくため

の「地域デビュー」支援を続けるとともに、「地域デビュー」した高齢者がそれま

でに培った知識や経験、技能等を活かし、さらなる地域活動の担い手として積極的

な参画が図られるようめざします。なお、高齢者が社会参加や地域貢献活動に取り

組むきっかけづくりとして実施している「介護予防ポイント事業」についても、身

近なところでこれまで培った経験をもとに得意分野を活かした活動ができるよう、

活動施設や活動内容の充実に取り組みます。 

また、平成 23（2011）年３月に発生した東日本大震災の影響で、市民のボランテ

ィア活動や市民活動への関心が非常に高まっています。 

そこで、市民活動総合相談窓口で市民活動に関する全般的な相談に応じたり、平

成 28年（2016）年 11月に「大阪市市民活動総合ポータルサイト」を開設し、ボラ

ンティア募集、イベント開催や社会課題・社会資源に関する情報を発信するなど、

ボランティア・ＮＰＯ活動への参加のきっかけづくりとなる取組みを実施していま

す。 

地域において高齢者が健康で安心して暮らせるための支援体制を整備する中で、
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高齢者・団塊の世代を対象とした研修を充実させ、高齢者の相互支援が可能となる

ような仕組みづくりを進め、高齢者を支えるネットワークに高齢者自身の参画が図

られるようめざします。 

 

さらに、高齢者が長年にわたり蓄積してきた知識や技能を生かして、地域におけ

る団体やサークル活動等の市民ボランティア講師として活動できるよう生涯学習

インストラクターバンク等への登録を推進し、高齢者によるボランティア活動を推

進するとともに、一層幅広い社会参加活動を推進します。 

 

 

イ 生きがいづくり支援のための基盤整備 

多様化する高齢者の生きがいづくりのニーズを踏まえて、スポーツ環境の整備充

実やスポーツ参加機会の充実を図る施策等を通じて生涯スポーツの振興を推進す

るとともに、生涯学習センターや生涯学習ルーム事業等において、高齢者に対する

学習機会や情報の提供等の施策を通じて市民主体の生涯学習を推進します。 

地域においては、高齢者の生活にかかわる各種相談をはじめ、教養講座の開催、

レクリエーションの機会の提供や老人クラブ活動への援助を行っている「老人福祉

センター」では、地域における高齢者の生きがいづくり・社会参加の促進の拠点で

あるとともに、地域における身近な福祉施設として地域の子ども見守り活動を行う

など、地域福祉活動の拠点としての活用も推進します。 

また、地域で活躍し、福祉力を高めていただくために、主として団塊の世代をタ

ーゲットとした講座を開催し、高齢者の多様な生きがいニーズに対応していくとと

もに、高齢者がいきいきとその活力を発揮する社会が実現するよう、地域での生き

がいづくりのけん引役となる人材を育成します。 

さらに、「老人クラブ」は、地域を基盤とする高齢者自身の自主的な活動組織で、

地域のニーズに応じた様々な活動展開を行うことにより高齢者同士の交流を通じ

た生きがいと健康づくりを進めています。また、老人クラブは、区老人クラブ連合

会、大阪市老人クラブ連合会と、大阪市全域に及ぶ高齢者の組織であり、全国の老

人クラブとも連携し活動を行っています。 

これらの組織及び施設が、情報発信機能を発揮しながら、連携を図っていくとと

もに、大阪市としてもその活動を引き続き支援し、高齢者の生きがいと健康づくり

及び社会参加促進の支援を進めていきます。 

また、高齢者の就労支援として、大阪市シルバー人材センターにおいては、より

多くの高齢者が社会においていきいきと活動できるよう就業情報提供機能の充実

を図るとともに、子育て家庭を支援する人材の養成を図る子育て支援講座や、高齢
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者の日常生活を支援する人材を育成する高齢者生活支援講座を実施しています。ま

た、訪問介護事業所を設置して行っている訪問介護及び介護予防事業や、子育て支

援事業をさらに充実させ、社会のニーズに対応した就労機会の拡大に努め、個々の

ニーズに応じた就労機会の提供に努めていきます。 

さらに、国の施策を踏まえ、多様化する高齢者のニーズに応じた働ける環境づく

りを促進します。 

これらの取組みに加えて、高齢者の生活支援・介護予防サービスの体制整備を推

進していくことを目的として各区に配置した生活支援コーディネーターにおいて

も、元気な高齢者が生活支援の担い手として活躍し、介護予防や生きがいづくりに

つながるよう、担い手養成に取り組みます。 
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（４）ボランティア・ＮＰＯ等の市民活動支援 

 

現状と課題 

 

ボランティア活動は、人々が同じ社会の一員として互いに助け合い、みんながとも

に生きる社会の実現をめざす自発的な活動です。また、ボランティア活動は、従来の

奉仕活動のみならず、社会の一員として活動に参加することを通じて、生きがいを創

造し実感する機会としても捉えられています。 

 

大阪市では、このような市民によるボランティア活動が活発に展開される環境づく

りの一環として、大阪市社会福祉協議会と連携し、大阪市ボランティア活動振興基金

により、福祉ボランティア活動に係る事業費や運営費の助成を行い、ボランティア・

ＮＰＯ等の市民活動を支援してきました。 

 

国においては、平成 10（1998）年３月に、ＮＰＯの自由で健全な活動を促進し、公

益の増進を図ることを目的に「特定非営利活動促進法」が制定されました。 

また、大阪市においては、個性豊かで活力に満ちた魅力ある地域社会を実現するた

め、平成 18（2006）年４月に「大阪市市民活動推進条例」を施行し、地域住民の組織、

ボランティア団体、ＮＰＯなどが行う市民活動の一層の推進を図っています。 

 

団塊の世代がすべて 75歳以上となる平成 37（2025）年に向けて、ひとり暮らし高

齢者世帯や夫婦のみの高齢者世帯の増加が見込まれる中、すべての高齢者が住み慣れ

た地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、地域包括ケアシステムの構築

を進め、さらに地域の実情に合わせて深化・推進していく必要がありますが、行政の

みで地域における支援体制を構築することは不可能であり、市民と行政の協働の観点

から広く地域住民組織・ボランティア団体・ＮＰＯといった多様な組織・団体の参画

と協働が求められています。 

 

しかし、大阪市高齢者実態調査では、継続的に団体や集まりに参加している方では

「町会や自治会、女性会などの地域団体」や「趣味のサークル・団体」、「健康・スポ

ーツのサークル・団体」、「老人クラブ」などに参加する方が多く、「ボランティア団体

（社会奉仕団体）」や「ＮＰＯなどの市民活動団体」は少数にとどまり、前回調査と比

較してもほぼ変わっていない状況です。一方、地域社会に貢献できると考える活動で

は、「ボランティア活動」が 21.6％と最も多くなっており、前回調査と比較して 3.1

ポイント増加しています。 
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（「Ⅰ 総論 図表４－１－15、図表４－１－18」 参照） 

 

ボランティアやＮＰＯ等の多様な組織・団体の参画による市民活動を推進するため

には、ますます多様化する市民ニーズに対し、市民や行政、企業、市民活動団体等が

それぞれの役割を分担し、協働した取組みの展開を図るとともに、高齢者が生きがい

を持ちつつ生活への意欲を高めるためにボランティアやＮＰＯへ参画し、自身の能力

を発揮できるような仕組みづくりが重要です。 

 

 

今後の取組み 

 

大阪市においては、これまでボランティア活動に参加していなかった層へも働きか

けを行うことで新たなボランティアの担い手を発掘するため、気軽にボランティア活

動に参加できる仕組みづくりのほか、企業や大学などと連携したボランティア活動の

需給調整等を行うことにより、福祉ボランティア活動の拡大を図ります。また、市民、

企業等からの寄附を区政推進基金（市民活動団体支援型）に積み立て、これを活用し

て、市民活動団体が行う公益的な事業に対する助成を行っています。 

また、市民活動総合相談窓口で市民活動に関する全般的な相談に応じたり、「大阪市

市民活動総合ポータルサイト」により市民活動に役立つ情報を一元的に発信するなど、

市民活動が活性化し、様々な活動主体同士が連携しながら活動を進められるよう支援

しています。 

さらに、企業や個人事業主においては、利益を追求するだけでなく、社員のボラン

ティア参加や寄付などの資金協力により社会貢献を行う「企業の社会的責任（ＣＳＲ）」

や、見守り活動に係る連携協定など、本業を通じて社会の課題解決をめざす「公と民

による共有価値の創造（ＣＳＶ）」といった考え方が浸透してきています。 

地域包括ケアシステムの構築を進め、さらに地域の実情に合わせて深化・推進して

いくためには、これらの団体の協力のもと、行政や地域住民、地縁団体、ＮＰＯ、協

同組合等の多様な主体が、別々に活動するのではなく、協働することにより、地域に

おける支援体制を構築していく必要があります。 

また、お互いの立場や役割を理解し協働することで、それぞれの強みを活かした新

たな取組みや、よりきめ細かな福祉サービスを提供することが可能となります。その

ため、各区では、現在行っている、マッチングやコーディネート、資源の橋渡しを行

う事業の活用を促進するなど、多様な主体の協働（マルチパートナーシップ）を推進

する取組みを進め、連携を図ることにより一層の市民活動の推進をめざします。 
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４ 地域包括ケアの推進に向けたサービスの充実 

 

平成 26（2014）年度の介護保険制度改正において、「地域包括ケアシステム」の構

築に向けた重点化・効率化の取組みとして、全国一律の基準に基づく介護予防給付の

訪問介護と通所介護を、市町村が地域の実情に応じて効果的かつ効率的に実施する「介

護予防・生活支援サービス事業（新しい総合事業）」に移行することとされました。 

 

また、高齢者が住み慣れた地域で生活を継続できるようにするため、医療、介護、

介護予防、生活支援の充実に向けた取組みとして、次の事業を実施することとされま

した。 

ア 在宅医療・介護連携推進事業 

地域の医療・介護関係者による会議の開催、在宅医療・介護関係者の研修等を行

い、在宅医療と介護サービスを一体的に提供する体制を構築する。 

（詳細はＰ○○ 参照） 

イ 認知症総合支援事業 

  認知症の早期発見、早期診断、早期対応の支援体制を構築する認知症初期集中支

援チームの配置や医療機関・介護サービス事業所や地域の支援機関をつなぐコーデ

ィネーターとしての役割を担う認知症地域支援推進員の配置などを行う。 

（詳細はＰ○○ 参照） 

ウ 地域ケア会議推進事業 

地域包括支援センターにおいて、多職種協働による個別事例の検討等を行い、地

域のネットワーク構築、ケアマネジメント支援、地域課題の把握等を推進する。 

（詳細はＰ○○ 参照） 

エ 生活支援体制整備事業 

高齢者の支援ニーズと地域資源の把握や、ボランティア等の生活支援の担い手の

養成、関係者間のネットワークの構築、地域に不足するサービスの創出などの役割

を担う生活支援コーディネーターを配置し、生活支援・介護予防サービスの提供体

制を構築する。 

（詳細はＰ○○ 参照） 

 

さらに、平成 30（2018）年度には、高齢者の自立支援と要介護状態の重度化防止や、

地域共生社会の実現を図るとともに、介護保険制度の持続可能性を確保することに配

慮し、サービスを必要とするすべての方に必要なサービスが提供されるよう、「地域包

括ケアシステム」を強化するために介護保険法が改正されます。 
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高齢化が進行する中で、高齢者がその有する能力に応じて、できる限り自立した日

常生活を送ることができるようにするとともに、サービスを必要とする方に対し個々

の状態に応じて必要なサービスが提供されるようにするためには、医療・介護・介護

予防・住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に提供される「地域包括ケアシス

テム」を大阪市の実情に応じて深化・推進していく必要があります。 
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（１）介護予防・生活支援サービス事業の充実 

 

現状と課題 

 

 大阪市では、平成 29（2017）年４月から、介護予防・生活支援サービス事業として、

訪問型サービス、通所型サービスそれぞれ３種類ずつのサービスとして実施していま

す。 

訪問型サービスについては、これまでと同様に訪問介護員（ヘルパー）が身体介護・

生活援助を行う「介護予防型訪問サービス」に加え、サービス提供者の資格要件等の

人員基準を緩和し、大阪市が実施する研修を修了した従事者等が生活援助を提供する

「生活援助型訪問サービス」（基準緩和型サービス）、閉じこもりの方や口腔機能向上・

栄養改善が必要な方に大阪市の専門職が３か月から６か月の短期間で訪問支援を行う

「サポート型訪問サービス」（短期集中型サービス）として実施しています。 

 通所型サービスについては、これまでと同様に入浴や食事、レクリエーション、機

能訓練等を提供するデイサービスで３時間以上のサービス提供を行う「介護予防型通

所サービス」、３時間未満のデイサービスを提供する「短時間型通所サービス」、３か

月程度の短期間で集中的に運動器の機能向上プログラムや口腔機能向上プログラム、

栄養改善プログラムを利用者の状態に応じて選択して提供する「選択型通所サービス」

（短期集中型サービス）を実施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

訪問介護（要支援１・２の方） 

①介護予防型訪問サービス 

②生活援助型訪問サービス 

③サポート型訪問サービス 

訪問介護員（ヘルパー）が身体介護・生活援助（※）を提供します。 

大阪市の研修を修了した従事者などが生活援助（※）を提供します。 

（※）生活援助とは・・・掃除、買物、洗濯、調理等のサービス 

閉じこもりの方や口腔機能向上や栄養改善の必要な方に大阪市の 

専門職が訪問支援します。 

通所介護（要支援１・２の方） 

①介護予防型通所サービス 

②短時間型通所サービス 

③選択型通所サービス 

入浴、食事、レクリエーション、機能訓練など、３時間以上の 
デイサービスを提供します。 

入浴、食事、レクリエーション、機能訓練など、３時間未満の 
デイサービスを提供します。 

短期間で集中的に、運動器の機能向上、口腔機能向上または、 

栄養改善のプログラムを提供します。 
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平成 27（2015）年 10月の国勢調査によると、大阪市においては、65歳以上の人が

いる世帯のうちひとり暮らし世帯が 42.4％（全国 27.3％）と、とりわけひとり暮らし

高齢者世帯の割合が高く、介護保険制度における要介護・要支援状態ではない高齢者

であっても、在宅で生活するためには何らかの支援を必要とする場合も少なくありま

せん。 

また、大阪市高齢者実態調査によると、「日常生活上不安を感じるか」について、「不

安を感じる」とした高齢者が半数を超えており、ひとり暮らし高齢者世帯は、他の世

帯と比べて、「不安を感じる」との回答割合が高くなっていることから、これらの日常

生活の不安を解消する施策を充実する必要があります。 

（「Ⅰ 総論 図表３－２－４、図表４－２－１」 参照） 

 

 

今後の取組み 

 

介護予防・生活支援サービス事業では、地域包括支援センター等が行う介護予防ケ

アマネジメントを通じて、専門的なサービスが必要な方に対しては有資格の訪問介護

員等から必要なサービスを提供するとともに、深刻化する介護人材不足に対応し介護

の担い手のすそ野を拡げる取組みとして、生活援助サービスの提供者の資格要件等の

基準を緩和したサービスを新たに設け、支援を必要とする高齢者の個々の状態に応じ

た介護予防・生活支援サービスの提供に努めています。 

ひとり暮らし高齢者世帯や夫婦のみの高齢者世帯の増加に伴い、何らかの支援を必

要とする高齢者が増加するとともに、高齢者の支援ニーズも多様化していることから、

高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を可能な限り継続できるようにするためには、

介護保険サービスだけでなく、住民等の多様な主体が参画し、多様な主体による多様

なサービスを充実させることにより、地域の支え合い、助け合いの体制づくりを推進

し、高齢者の多様なニーズに応じた生活支援サービスを充実させることが重要です。 

そのため、引き続き専門的なサービスが必要な方に対しては、有資格の訪問介護員

等から必要なサービスを提供するとともに、介護の担い手のすそ野を拡げる取組みを

推進し、高齢者の個々の状態やニーズに応じて必要な介護予防・生活支援サービスが

提供できるよう、サービス提供体制の確保に努めます。 

さらに、総合事業の実施状況を把握・分析しつつ、ますます増大する高齢者の多様

な生活支援ニーズに的確に対応するため、ボランティアやＮＰＯ、民間企業、協同組

合、社会福祉法人等の多様な主体による多様なサービスを充実させるとともに、地域

にお住まいの高齢者が自身の生きがいづくりや介護予防のために生活支援の担い手と

して活躍する、地域における住民相互の支え合い、助け合いの地域づくりを促進でき

る効果的な取組みについて検討します。 
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（２）生活支援体制の基盤整備の推進 

 

現状と課題 

 

ひとり暮らし高齢者世帯や夫婦のみの高齢者世帯が増加する中で、在宅生活を継続

するための日常的な生活支援を必要としている方も増加しています。 

このため、平成 26（2014）年度の介護保険制度改正において、高齢者の生活支援・

介護予防サービスの体制整備を推進していくことを目的とし、高齢者の支援ニーズと

地域資源の把握や、ボランティア等の生活支援の担い手の養成、関係者間のネットワ

ークの構築、地域に不足するサービスの創出などを行う「生活支援コーディネーター」

の配置と、ボランティアやＮＰＯ、民間企業、協同組合、社会福祉法人等の多様な関

係主体間の定期的な情報共有と連携・協働による資源開発等の取組みを推進すること

を目的として、生活支援コーディネーターを組織的に補完する「協議体」の設置が、

介護保険法の地域支援事業に「生活支援体制整備事業」として位置づけられました。 

大阪市においては、平成 27（2015）年８月に港区・鶴見区・住之江区の３区におい

て、生活支援コーディネーターをモデル的に配置し、平成 28（2016）年９月には新た

に此花区・東成区・生野区・東住吉区・平野区の５区に追加配置し、取組みを進めて

きました。 

さらに、平成 29（2017）年 10月には全区に生活支援コーディネーターを配置し、

生活支援・介護予防サービスの充実に取り組んでいます。 

しかしながら、団塊の世代がすべて 75歳以上となる平成 37（2025）年に向けて、

今後も高齢者の増加が予想され、特にひとり暮らし高齢者や夫婦のみの高齢者世帯の

多様化する生活支援ニーズに対応するためには、サービスの創出に向けた効果的な実

施手法によって、生活支援・介護予防サービスの充実をより一層図っていくことが必

要です。 

 

 

今後の取組み 

 

日常的な生活支援を必要としている高齢者が住み慣れた地域で安心して在宅生活を

継続していくために、生活支援コーディネーターの配置や協議体の設置により、地域

の実情に応じた多様な事業主体による重層的な生活支援・介護予防サービスの提供体

制を整備していくことが重要です。また、元気な高齢者が生活支援の担い手として活

躍するような社会参加を進め、介護予防や生きがいづくりにつなげることも重要です。 

このため、生活支援・介護予防サービスの充実に向けた取組みを進めるにあたって
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は、生活支援コーディネーターが地域の高齢者の支援ニーズや地域資源等を詳細に把

握したうえで、各区役所や地域包括支援センター等の関係機関の参画のもと、各区の

状況に応じて設置した協議体を通じて定期的に情報共有を図るとともに、生活支援コ

ーディネーター同士の連携強化を図るための会議等を開催するなど、地域における必

要なサービスの充実に向けて取組みを進めていきます。 

また、元気な高齢者が地域活動の担い手になるよう、講座等の開催により担い手養

成に取り組むとともに、世代を超えて地域住民がともに支え合う地域づくりを推進す

るため、高齢者の社会参加にあたっては、高齢者と子どもを受け入れる多世代の交流

等の場を確保するなど、高齢者に限定しない取組みについても検討していきます。 
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（３）介護給付等対象サービスの充実 

 

現状と課題 

 

高齢者が要介護状態等となっても、可能な限り、住み慣れた地域において継続して

日常生活を営むことが出来るよう、日常生活圏域ごとに地域ニーズを的確に把握し、

その課題等を踏まえながら、介護サービスの充実に取り組んでいます。 

重度の要介護者、単身又は夫婦のみの高齢者世帯及び認知症の人の増加、働きなが

ら要介護者等を在宅で介護している家族等の就労継続（介護離職ゼロの推進）や負担

軽減の必要性等を踏まえて、必要となる在宅サービスや施設居住系サービス等を充実

させていくことが重要です。 

 

 

今後の取組み 

 

地域包括ケアを推進していくためには、住み慣れた地域での生活を支えるための地

域密着型サービスを充実させていく必要があります。 

特に、高齢者の日常生活全般を毎日複数回の柔軟なサービス提供により支えること

が可能な「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」、「小規模多機能型居宅介護及び複合

型サービス」等については、要介護者等をはじめ地域の住民やサービス事業者等を含

めた地域全体の理解を図っていくことが重要です。 

また、地域密着型サービスの適切な運営を図るため、事業者の指定等にあたっては、

被保険者、学識経験者、その他関係者から構成される「地域密着型サービス運営委員

会」の意見を反映させ、利用者の安全・安心に配慮したサービスが提供されるよう取

り組んで行きます。 
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（４）介護サービスの質の向上と確保 

 

現状と課題 

 

効果的・効率的な介護給付を推進するためには、介護給付を必要とする受給者を適

切に認定し、受給者が真に必要とする過不足のないサービスを、事業者が適切に提供

するよう促すことが重要であり、これにより適切なサービス提供の確保とその結果と

しての費用の効率化を通じた介護給付の適正化を図ることが、介護保険制度の信頼感

を高め、持続可能な介護保険制度の構築に資すると考えられます。 

  大阪市においては、利用者への介護サービスの質の向上と確保を図るため、大阪府

国民健康保険団体連合会の適正化システム等を活用し、また大阪府と連携しながら、

次のア～オの項目について重点的に取り組んできました。 

 

ア 介護サービス情報の公表と福祉サービスの評価 

イ 介護サービスの適正化 

ウ 介護サービス事業者への指導・助言 

エ 介護支援専門員の質の向上 

オ 公平･公正な要介護（要支援）認定 

 

今後、認定者数が増加する中、必要な介護サービスニーズに対応するため、より一

層、介護サービスの質の向上と確保に取り組む必要があります。 

 

 

今後の取組み 

 

ア 介護サービス情報の公表と福祉サービスの評価 

利用者が適切な事業者を選択できるよう、すべての介護サービス事業者に「介護

サービス情報の公表」が義務化されております。この制度は、平成 30（2018）年度

から大阪市の事務として運営することとなっており、大阪市ではホームページを通

じて情報提供を行っていきます。 

また、認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護に係る外部評価結果

については、事業所が所在する区保健福祉センター及び地域包括支援センター、福

祉局介護保険課で公開しています。 

大阪市では、地域で生活支援等を行う事業者からサービス内容等に関する情報の

提供を受け、公開します。 
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イ 介護サービスの適正化 

介護サービスの適正化について、市町村からの報告に基づき、平成 27（2015）年

度から平成 29（2017）年度まで大阪府が策定した「第３期大阪府介護給付適正化計

画」に沿って、要介護（要支援）認定の適正化・ケアプラン点検・住宅改修の適正

化・介護給付費通知の送付・医療情報との突合・縦覧点検・給付実績の活用を行い、

介護給付の適正化に努めてきたところです。 

平成 30（2017）年度からは、介護保険法の一部が改正され、市町村が策定する介

護保険事業計画において、介護給付等に要する費用の適正化に関して、市町村が取

り組むべき施策に関する事項及びその目標を定めるものとされました。 

  （以下、内容については、今後、示される国からの通知や府の適正化計画に沿った

形で記載。） 

 

ウ 介護サービス事業者への指導・助言 

介護サービスの質の向上を図り、利用者に対して適切なサービスが提供されるよ

う、集団指導や実地指導等を通じ、事業者に対する指導・助言に取り組みます。 

特に、いわゆる「高齢者向け賃貸住宅」に高齢者を住まわせ、不適切な介護や過剰

な介護サービスの提供を行うケースに対応するために、こうした住宅の居住者に介護

サービスを提供している訪問介護事業者等への指導に引き続き取り組みます。 

あわせて、福祉サービスを提供する事業者については、利用者の安心・信頼を獲

得するため、質の向上を図ることが重要であることから、第三者機関評価の利用促

進に努め、自ら提供するサービスの質の評価を行い常に改善を図るよう周知します。 

個人情報の収集及び提供にあたっては、高齢者の権利擁護の観点に立ち必要な情

報を適切に把握し、関係する機関が共有しておくことが重要であり、個人情報保護

法、個人情報保護条例、国の「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取

り扱いのためのガイドライン」を踏まえ、関係機関間で情報共有するよう指導しま

す。 

 

エ 介護支援専門員の質の向上 

高齢者の自立支援の観点からは、適正なケアプラン（居宅・介護予防サービス計

画）に基づいたサービス提供が必要であり、ケアプランを作成する介護支援専門員

の果たす役割は大変重要となっていることから、介護支援専門員の資質・専門性の

向上のために、事業所ごと、介護支援専門員ごとに届出を義務付ける二重指定制度

や資格の更新体制とともに体系化された研修を各都道府県で実施します。また、介

護支援専門員の高齢者の自立支援に資するケアマネジメントを推進するために、ケ

アプランの内容が適切かどうかの「ケアプラン点検」の強化を行うとともに地域全
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体の介護支援専門員に対し、自らの気づきを促す資質向上と適正な給付の実施をめ

ざす「ケアマネスキルアップ事業」を行い、ケアプランの適正化に努めます。 

また、地域包括支援センターに配置している主任介護支援専門員が地域の介護支

援専門員に対する日常的個別相談や支援困難事例等の相談を受け、サポートを行う

ことや、地域の介護支援専門員のニーズに応えた研修の開催や情報の提供、地域で

のケアマネジャーのネットワークの構築、各区の居宅介護支援事業者連絡会などを

通じ、介護支援専門員と医療関係者との連携を図るなど環境の整備を行い、包括

的・継続的マネジメント支援の取組みを推進します。 

 

オ 公平･公正な要介護（要支援）認定 

介護保険制度では、要支援・要介護度によって保険給付の限度額が異なるため、

公平・公正な要介護（要支援）認定を行うことがきわめて重要であり、要介護（要

支援）認定の基礎となる認定調査が公平・公正に行われるよう大阪府の指定を受け

た指定市町村事務受託法人に認定調査業務を委託して実施するとともに、介護認定

審査会において全国一律の基準により審査・判定します。 

公平・公正な要介護（要支援）認定を行うためには、適正な認定調査及び審査判

定を行う必要があることから、引き続き、認定調査員への個別具体的な調査方法や

特記事項の記載方法に関する研修等を行うことで、より的確な審査判定資料の作成

に努めるとともに審査会運営のあり方等に課題がないか検討・検証するなど、要介

護認定の平準化に向けた取組みの強化を行います。 
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（５）在宅支援のための福祉サービスの充実 

 

現状と課題 

 

大阪市では、在宅で生活している高齢者に対する介護保険サービス以外の福祉サー

ビスとして、食事の確保が困難な高齢者等に対し、配食を通じて利用者の安否確認を

行う「生活支援型食事サービス」や、急病や家庭内での事故等発生時の緊急通報体制

を整備する「緊急通報システム」、在宅の要介護高齢者やひとり暮らし高齢者等に対

し、防火等の観点から自動消火器や電磁調理器、火災警報器の給付を行うとともに、

緊急通報システムの利用にあたり電話回線がない方に対して高齢者用電話の給付を

行う「日常生活用具の給付」等のサービスを実施しています。 

また、在宅の要介護高齢者を介護する家族に対する支援として、介護負担を軽減す

ることを目的として各種の介護用品と引き換え可能な給付券を交付する「介護用品支

給事業」を実施しています。 

 

  大阪市高齢者実態調査によると、高齢者向け福祉サービス、制度の利用状況につい

て、いずれのサービスもサービスがあることを「知らない」と回答した方の割合が高

く、高齢者向け福祉サービス・制度の利用意向については、いずれのサービスも「サ

ービス内容によっては利用したい」と回答した方が多くなっており、ひとり暮らし高

齢者自身や要介護高齢者を介護する家族が必要な福祉サービスを適切に利用できるよ

う効果的な制度周知を行っていく必要があります。 

（図表Ⅱ－４－１ 参照） 

 

図表Ⅱ－４－１ 高齢者向け福祉サービス、制度の利用状況・意向 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：「高齢者実態調査報告書（本人調査）」平成 29（2017）年３月 大阪市） 

 

 

 

 

(１） 食事の配食サービス（大阪市

　　　生活支援型食事サービス）

　　　(N=10,128)(N=8,433)

(２)  日常生活用具給付事業

　 　 (N=10,128)(N=8,272)

(３)  緊急通報システム

　  　(N=10,128)(N=8,381)

3.1 30.3 53.0 13.7 9.0 20.4 49.1 21.6

3.4 18.2 63.5 14.9 13.4 53.1 22.610.9

2.2 27.9 54.8 15.0 50.4 21.920.0 7.7

利用したことがある（している）

知っているが

利用していない 知らない 無回答
今後利用

したい

利用したくない

サービス内容によっ

ては利用したい 無回答
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 今後の取組み 

 

高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を可能な限り継続できるようにするため

には、介護保険の居宅介護サービスだけでなく、高齢者のニーズに応じた福祉サービ

スの提供、さらには要介護高齢者を介護する家族に対する支援も重要となります。 

高齢者自身や要介護高齢者を介護する家族が、福祉サービスを適時・適切に利用で

きるよう、地域包括支援センターや地域のケアマネジャー、さらには見守り相談室等

の関係機関との連携のもと制度周知に努めるとともに、高齢者実態調査の結果やサー

ビス利用状況等を踏まえながら、高齢者の多様な生活支援ニーズに応じた福祉サービ

スについて引き続き検討を進めます。 
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（６）介護人材の確保及び資質の向上 

 

現状と課題 

 

団塊の世代がすべて 75歳以上となる平成 37（2025）年が目前に迫り、今後 10年間

で介護や支援を必要とする高齢者人口の大幅な増加が見込まれる一方、介護の担い手

となる生産年齢人口は減少し、介護サービス等を担う人材の育成・確保が全国的に重

要な課題となっています。 

国においては、「社会福祉事業に従事する者の確保を図るための措置に関する基本的

な指針」（平成 19年厚生労働省告示第 289号）を踏まえて、平成 21（2009）年度の介

護報酬改定以降、介護人材の処遇改善など、多くの取組みを行ってきています。大阪

市においても、本指針をもとに、大阪市社会福祉研修・情報センターにおいて、知識・

技術に関するスキルアップ研修に加えて、介護福祉士等の資格を持ちながら職に就い

ていない方を対象に、復職に向けた研修や、離職防止のためのメンタルヘルス研修な

どを行うほか、福祉施設や福祉専門職の団体、養成校などとのネットワークを構築す

るなど、様々な取組みを積極的に実施してきたところです。 

今後、ますます多様化・増大化する福祉ニーズに対応するため、介護をはじめとし

た福祉人材の育成・確保の取組みをさらに強化していく必要があります。 

 

 

今後の取組み 

 

福祉・介護サービス事業者及び従事者への支援を充実させることにより、福祉人材

の育成・確保を進めます。また、福祉に関する理解促進やイメージアップに向けて、

ライフステージに応じた働きかけを行うなど、中長期的視点を持って取り組むことに

より、福祉の仕事の魅力を伝え、将来の職業選択へつなげるよう、計画的に取り組ん

でいきます。 

また、国においては介護人材の量的確保と質的確保を両立させるため、専門性の高

い限られた介護人材をより専門性の高い中核的な職務に重点化する一方で、介護人材

のすそ野の拡大を進め多様な人材の参入促進を図ることとされる中、大阪市において

も、要支援者等に対するサービス提供にあたっては、訪問介護員による専門的なサー

ビスを身体介護などのより専門性の高いサービスを必要とする方々に重点化するとと

もに、軽度の要支援者等に対する生活援助サービスを大阪市が実施する研修修了者等

が提供することで、専門的な介護人材の機能分化を進めるとともに新たな介護人材の

すそ野を拡げる取組みを進めていきます。介護職員の安定的な確保を図るとともに、
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事業主による介護職員の資質向上や雇用管理の改善の取組みがより一層促進されるよ

う、国の処遇改善加算は段階的に拡充されており、大阪市としても、介護職員処遇改

善加算の取得促進に引き続き取り組みます。 
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５ 高齢者の多様な住まい方の支援 

 

現状と課題 

 

大阪市高齢者実態調査においては、介護や支援が必要になった場合の暮らし方につ

いて尋ねたところ、「介護保険サービスの居宅介護サービスを受けながら、現在の住宅

に住み続けたい」が 36.7％と最も多く、「ご家族などの介護を受けながら、現在の住

宅に住み続けたい」の 19.0％とあわせると、『現在の住宅に住み続けたい』との回答

は、55.7％となっていました。これは、３年前の調査と同様に、現在の住宅に住み続

けたいと回答された方が最も多い割合となっています。 

なお、現在の住宅に住み続けたいという回答に次いで多いのは、「高齢者向けに配慮

された住宅に入居したい」と回答された方となっています。 

（「Ⅰ 総論 図表４－１－７」 参照） 

 

特別養護老人ホームの今後の整備について尋ねたところ、「介護保険料が高くなるの

は困るが、ある程度増やす必要があると思う」が 51.0％と最も多い回答となっていま

した。次いで、多い回答であった「介護保険料がある程度高くなっても、今後も増や

す必要があると思う」も含めると、特別養護老人ホームの増設の必要性を感じている

方の割合は、64.6％となっています。 

（図表Ⅱ－５－１ 参照） 

 

図表Ⅱ－５－１ 特別養護老人ホームの整備に関する考え 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：「高齢者実態調査（本人調査）」平成 29（2017）年 3月 大阪市） 
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このような状況から、介護や支援が必要になっても、可能な限り住み慣れた地域に

住み続けることができるような住まいの確保が必要となります。 

また、自宅での生活が困難になった場合の「施設」への入所や、将来介護が必要に

なった場合に必要なサービスが提供されることが約束されている「住まい」への住み

替えなど、個々の高齢者の状況やニーズに沿った選択肢を用意するため、多様な住ま

いを確保することが重要です。 

 

住宅は生活の基盤であり、生涯を通じて安定したゆとりある住生活の確保を図る必

要があります。高齢期における身体機能の低下に対応し、自立や介護に配慮した住宅

及び高齢者の入居を拒否しない住宅の普及促進を図るとともに、高齢者が安心して生

活できる居住環境を実現するため、｢高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成 13

年法律第 26号）｣が平成 13（2001）年８月に施行されました。 

同法に基づき、平成 23（2011）年にはバリアフリー構造等を有し、安否確認・生活

相談サービスの提供を必須とする「サービス付き高齢者向け住宅」の登録制度が創設

されました。 

平成 29（2017）年８月時点で開設している大阪市におけるサービス付き高齢者向け

住宅は 142件、6,417戸で、登録業務及び指導監督業務を住宅部局と福祉部局が連携

して行っています。 

また、国においては、平成 19（2007）年７月に、「住宅確保要配慮者に対する賃貸

住宅の供給の促進に関する法律」（通称「住宅セーフティネット法」）を施行し、高齢

者や障がい者、子育て世帯等の住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給促進を図る

ことにより、生活の安定向上と社会福祉の増進を図ることとしており、平成 29（2017）

年には、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度や賃貸住宅への入居

や入居後の生活の安定等に関する情報提供・相談その他の居住支援活動を行う居住支

援法人の指定制度等が創設されました。 

こうしたなか、大阪市では、建替えを行う市営住宅については、高齢化対応設計を

行うとともに、既存の市営住宅についてもバリアフリー化を推進しています。また、

高齢者世帯向けの入居者募集を行うなど市営住宅における高齢化への対応を進めてい

ます。 

今後とも、これらの住宅施策の推進を図るとともに、地域における高齢者の生活支

援体制や在宅支援サービス等福祉施策との連携が重要となっています。 

 

近年増加している有料老人ホームについては、高齢者を入居させ、入浴、排せつも

しくは食事の介護、食事の提供その他日常生活上必要な洗濯、掃除等の家事又は健康

管理の便宜の提供をする事業を行う施設であり、市長に設置届を提出する事が義務付
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けられており、食事提供など有料老人ホームの定義に該当する事業を行っているサー

ビス付き高齢者向け住宅についても有料老人ホームとして取り扱われます。 

未届の有料老人ホームに対しては、届け出を行うよう勧奨し、入居者に対して適切

なサービスが提供されるよう指導を行っています。 

平成 29（2017）年８月時点で大阪市に届出がある有料老人ホームは 319件、定員

は 14,403人となっています。 

 

特別養護老人ホームについては、平成 27（2015）年度から機能の重点化が図られ、

新たに入居される方は原則要介護３以上となりましたが、要介護１又は２の方であっ

ても、単身の方など、やむを得ない事情により在宅での生活が困難な場合は、特例入

所が認められています。 

特別養護老人ホームの整備については、入所の必要性・緊急性が高い入所申込者が

概ね１年以内に入所が可能となるよう認定者数の伸びを勘案しながら目標整備数を

定めて、必要な整備を進めてきました。 

また、介護老人保健施設についても、介護療養病床からの転換や認定者数の伸びな

どを勘案して必要な整備を進めてきました。 

 

介護療養型医療施設については、介護老人保健施設への転換期限が平成29（2017） 

年度末までとなっておりましたが、高齢化の進展により増加が見込まれる慢性期の医

療と介護のニーズを併せ持つ高齢者に対応するため、日常的な医学管理や看取り・タ

ーミナルケア等の医療機能と生活施設としての機能とを兼ね備えた介護保険施設と

して新たに「介護医療院」が創設されます。 

それに伴い、現行の介護療養型医療施設の経過措置期間については、６年間延長す

ることとされています。 

 

認知症の方に共同生活介護を提供する認知症高齢者グループホームについては、増

加する認知症高齢者に対応するため、公募により整備事業者を選定し整備を進めてき

ました。 

 

特定施設入居者生活介護については、有料老人ホーム等での介護サービスについて

も介護保険の対象とするもので、高齢者の多様な住まいのニーズに対応するため、公

募により整備事業者を選定し整備を進めてきました。 

（図表Ⅱ－５－２ 参照） 
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図表Ⅱ－５－２ 特別養護老人ホーム等の整備の推移 

 26年度(A) 29年度(B) B/A 

特別養護老人ホーム 10,429人 12,272人 1.18 

介護老人保健施設 6,782人 7,240人 1.08 

認知症高齢者グループホーム 3,163人 4,032人 1.27 

特定施設入居者生活介護 6,134人 8,755人 1.43 

高齢者人口 644千人 694千人 1.08 

※各施設の定員については４月１日現在               （大阪市福祉局調べ） 

 



Ⅱ 重点的な課題と取組み ／第７章－５ 高齢者の多様な住まい方の支援 

67 

 今後の取組み 

 

（１）多様な住まい方の支援 

 

地域包括ケアシステムでは、高齢者のプライバシーと安全が保持された「住まい」

が確保され、その住まいにおいて安定した日常生活を送るための「生活支援・福祉サ

ービス」が提供されることが基本となり、その上に「医療・看護」、「介護・リハビリ

テーション」、「保健・予防」が効果的な役目を果たすものと考えます。 

「住まい」は地域包括ケアの基礎となりますが、高齢者は、所得や家族構成、健康

状態等様々であり、「住宅」か「施設」かといった従来の考え方による区分だけではな

く、これらの多様なニーズに応じた居住形態の確保や住み替えを進めるとともに、様々

な支援施策を展開することが必要です。また、多様な居住形態に付随するサービスの

確保と質の向上も必要です。 

このため、市営住宅における高齢化への対応や民間住宅への入居の円滑化など住宅

施策の推進を図るとともに、施設等の整備推進や充実を図り、居住形態・サービスの

多様な選択肢の確保に努めます。 

また、今後、ひとり暮らし高齢者世帯や夫婦のみの高齢者世帯が高齢者の標準的な

世帯類型になると予想される中、高齢者が安心して暮らしていけるよう、様々な施設・

居住系サービスとの関係を整理し、総合的に高齢者ひとりひとりのニーズに合ったサ

ービスが提供できるよう検討します。 

《多様な居住形態・サービス》 

① 施設等 

特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、 

認知症高齢者グループホーム、養護老人ホーム、 

軽費老人ホーム、特定施設入居者生活介護（介護付き有料老

人ホームなど） 等 

② 市営住宅 
高齢者世帯向けの入居者募集、 

高齢者ケア付住宅の入居者募集 等 

③ 民間住宅 サービス付き高齢者向け住宅、住宅型有料老人ホーム 等 

サービス付き高齢者向け住宅については、入居者への適正な生活相談・安否確認等

のサービスの提供など登録後も継続してハード・ソフトの登録基準に適合し、適切な

管理・運営が行われるよう、事業者等への指導を行います。 

さらに、市民が多様な住まい方を選択することができるよう、大阪市立住まい情報

センターにおいて、関係団体と連携し、高齢者などに対する住宅相談も含めた住まい

に関する様々な情報提供サービスを実施します。 

なお、高齢者の住まいに関する情報の提供等が身近な窓口で行なえるように検討し
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ます。 

 

 

（２）居住の安定に向けた支援 

 

建替えを行う市営住宅については、高齢化対応設計を行うとともに、既存の市営住

宅についてもバリアフリー化を推進します。また、高齢者世帯向けの入居者募集や、

高齢化が進む市営住宅団地において、高齢者の生活支援や子育てサービスの提供など、

団地や地域の活性化につながるコミュニティビジネス等の活動拠点として、ＮＰＯ等

の団体に市営住宅の１階空き住戸を提供するなど、市営住宅における高齢化への対応

を進めます。 

民間住宅においては、高齢者をはじめとする住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃

貸住宅の登録制度に取り組むとともに、住宅セーフティネット法に規定される居住支

援協議会である「Osakaあんしん住まい推進協議会」に参画し、大阪府及び府下市町

村、宅地建物取引業団体等と連携しながら、「大阪あんぜん・あんしん賃貸住宅登録制

度」や居住支援法人による居住支援活動の促進に取り組むなど、高齢者の民間賃貸住

宅への入居を支援します。 

また、高齢期における身体機能の低下に対応し、自立や介護に配慮した住宅改修の

介護保険給付及び高齢者住宅改修費給付事業を行います。 

 

 

（３）施設・居住系サービスの推進 

 

○ 特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設） 

特別養護老人ホーム（地域密着型特別養護老人ホームを含む。以下同じ。）につい

ては、制度改正に伴い、平成 27（2015）年４月１日以降、限られた資源の中でより

必要性の高い方々が入所しやすくなるよう、居宅での生活が困難な中重度の要介護

高齢者を支える施設として、機能の重点化が図られました。このため、新たに入所

する方については原則要介護３以上となりましたが、要介護１または２の方であっ

ても、やむを得ない事情により特別養護老人ホーム以外での生活が著しく困難であ

る場合には、特別養護老人ホームへの入所が認められています。 

特別養護老人ホームの入所申込者の中には、その身体状況等から他の施設が適し

ている人や、ニーズに合った在宅サービスが提供されれば、引き続き住み慣れた地

域で生活ができる人がいると考えられます。それぞれのニーズに合ったサービスの

提供に努めながら、在宅での生活が困難な方のために必要な施設整備を進めます。 
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特別養護老人ホームの整備については、社会福祉法人に対して整備補助を行って

おり、できる限り在宅に近い環境の下で生活できるよう、利用者一人ひとりの個性

と生活のリズムを尊重する観点から、今後も個室・ユニット型で整備を推奨してい

きます。また、既存施設の個室・ユニット化改修等についても国の交付金等を活用

して支援します。一方で、高齢者のニーズや低所得者の利用料負担への配慮を勘案

し、プライバシーに配慮した多床室での整備に限り可能としています。 

 

○ 介護老人保健施設 

介護老人保健施設については、要介護者であって、主としてその心身の機能の維

持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要

である方に、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及

び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行う施設としての整備を

進めています。 

今後は、特別養護老人ホーム等の介護保険施設の整備状況や利用ニーズを踏まえ

て、必要な整備を進めていきます。 

 

○ 介護療養型医療施設及び介護医療院 

「日常的な医学管理」や「看取り・ターミナルケア」等の医療機能と、「生活施

設」としての機能とを兼ね備えた新たな介護保険施設として創設される「介護医療

院」については、介護療養型医療施設等からの転換を進めていきます。 

現行の介護療養型医療施設については、経過措置期間が６年間延長されるため、

その間に各施設の意向に沿って転換を進めていきます。 

 

○ 認知症対応型共同生活介護（認知症高齢者グループホーム） 

認知症高齢者が引き続き増加することが予想されており、在宅での生活が困難な

認知症の方のニーズに対応するため、引き続き必要な整備を進めていきます。 

 

○ 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅など） 

今後の高齢者人口の増加に伴う多様な住まいニーズに対応するため、本計画にお

いても特定施設入居者生活介護の目標サービスの確保に努めていきます。 

また、サービスの質を確保するため、事業者の指導を行います。 

 

○ 養護老人ホーム 

養護老人ホームは、環境上の理由や経済的理由により居宅において養護を受ける
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ことが困難な高齢者のための施設です。大阪市においてはひとり暮らし高齢者や低

所得の高齢者が多い状況や、建設されてから相当の期間を経過し、老朽化が進んで

いることなどから、施設の改築等について必要な支援を行います。 

また、平成 18（2006）年度から、養護老人ホームにおいて、入所者の身体機能の

低下などで介護を要する高齢者が増加している状況に的確に対応するため、特定施

設入居者生活介護の指定を受けることが可能となっており、既に特定施設入居者生

活介護の指定を受けた施設以外にも施設の入所者の状況を勘案しながら、必要に応

じ特定施設入居者生活介護の指定に向けた取組みを行います。 

 

○ 軽費老人ホーム 

軽費老人ホームは、身寄りがなかったり、家族との同居が困難な低所得の高齢者

のセーフティネットとして重要な役割を担っています。こうした状況を踏まえて、

建設されてから相当の期間を経過し、老朽化が進んでいる施設の改築の検討を進め、

必要な支援を行います。 

 

 

（４）住まいに対する指導体制の確保 

 

有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅については、適切な管理・運営が

行われるよう、老人福祉法及び高齢者の居住の安定確保に関する法律等に基づき、定

期的な立入調査等の指導に引き続き取り組んでいきます。 

また、食事等のサービスを提供するなど、有料老人ホームに該当するにも関わらず、

有料老人ホームの届出を行っていない住宅に対する届出の勧奨に引き続き取り組み

ます。 

あわせて、施設運営の向上に資するため、平成 25（2013）年度から実施している

年１回の施設における自主点検結果の報告確認を継続していきます。 

高齢者の住まいは、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅のほか、一般

の高齢者用賃貸住宅等も多く存在します。 

このような住宅については行政の指導権限がないため、虐待や囲い込み、金銭搾取

等の問題が発生しています。 

法的位置づけのない高齢者用賃貸住宅等の住まいについては、適切な介護サービス

の提供確保の観点から、居住者に介護サービスを提供している訪問介護事業者等に対

して、引き続き実地指導を行っていきます。 


